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巻頭言
きずな基金創設10年を迎えて
新人紹介
近況報告
長女の成長から感じること。

移籍から約２年を経て

インスタグラムを始めました

グローバル化に対応する
国際家事事件について

外国人の技能実習制度について

GDPRへの対応　

企業買収契約と新型コロナ～LVMHとティファニー～

海外企業との取引の注意点

税理士に聴く
改正法コーナー 
 成年年齢が引き下げになりました ～20歳から18歳へ～

令和２年度及び令和３年度の個人情報保護法の改正

公益通報者保護法が改正されました ～改正法において事業者に求められること～

令和３年民法等改正について

独禁コーナー
知財コーナー
近時の判例紹介
健康一口メモ



平
成
25
年
10
月
に
一
般
財
団
法
人
と
し

て
基
金
を
創
設
し
、
翌
年
に
は
公
益
財
団

法
人
と
な
り
、
今
日
ま
で
「
ひ
と
り
親
家

庭
の
子
ど
も
た
ち
に
学
び
の
機
会
を
」
を

旗
印
に
、
多
く
の
弁
護
士
や
関
係
者
の
協

力
を
得
て
、
精
力
的
に
中
高
生
へ
の
支
援

活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
本
基
金
は
、

今
年
10
月
に
満
10
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の

間
、
多
く
の
企
業
や
市
民
の
方
か
ら
ご
理

解
・
ご
支
援
を
頂
き
、
こ
れ
ま
で
に
卒

業
生
１
５
２
名
が
大
学
等
に
進
学
し
ま
し

た
。
本
基
金
は
、
学
習
意
欲
の
旺
盛
な
子

ど
も
た
ち
に
高
等
教
育
の
機
会
を
与
え
る

と
共
に
芸
術
や
ス
ポ
ー
ツ
面
で
も
夢
を
追

い
続
け
る
中
高
生
を
支
援
し
て
お
り
、
社

会
に
有
為
な
人
材
と
し
て
成
長
す
る
た
め

の
多
様
な
活
動
を
継
続
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
こ
の
10
年
で
か
な

り
浸
透
し
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

い
ま
世
界
で
は
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ

ナ
に
侵
攻
し
、
多
く
の
市
民
に
犠
牲
が
出

て
お
り
、
経
済
封
鎖
の
影
響
は
世
界
に
広

が
り
、
こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
世
界
の
７
億

人
が
飢
餓
、
飢
え
死
に
す
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、

深
刻
な
被
害
を
受
け
る
の
は
貧
困
層
で
社

会
的
弱
者
で
す
。
深
刻
な
経
済
格
差
は
も

ち
ろ
ん
教
育
格
差
や
地
域
格
差
が
一
層
拡

大
し
、
人
間
の
尊
厳
を
損
な
い
、
か
つ
固

定
化
し
連
鎖
し
ま
す
。
悲
し
い
こ
と
で
す

が
、
ま
だ
ま
だ
本
基
金
の
活
動
の
必
要
性

が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
す
。

昨
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
収
ま
ら
ず
、

交
流
会
と
年
末
の
餅
つ
き
大
会
の
開
催
に

と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、
創
設
10
年
を
機

に
、
こ
れ
か
ら
は
次
世
代
に
も
持
続
可
能

な
体
制
を
整
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
当
事
務
所
名
の
「
梅
ヶ
枝
中

央
」
の
名
称
を
外
し
て
「
○
○
き
ず
な
基

金
」
と
改
名
し
、
活
動
の
拠
点
も
当
事
務

所
を
離
れ
て
別
の
ビ
ル
に
移
転
す
る
構
想

を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
事
務
局
体
制
を

強
化
し
て
、
活
動
の
独
立
性
や
中
立
性
を

確
立
し
、
持
続
性
を
確
保
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
活
動
の
幅
を
拡

げ
、
よ
り
ひ
と
り
親
家
庭
に
寄
り
添
い
支

援
す
る
た
め
に
は
経
済
的
基
盤
の
強
化
が

必
要
で
、
基
本
財
産
の
運
用
だ
け
で
は
限

界
が
あ
り
、
今
後
も
社
会
の
善
意
に
頼
ら

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
、
継

続
的
支
援
を
お
願
い
す
る
「
サ
ポ
ー
ト
会

員
」
制
度
を
構
築
し
、
法
人
・
個
人
か
ら

の
ご
寄
付
を
積
極
的
に
お
願
い
す
る
予
定

で
す
。

少
し
前
に
、
知
り
合
い
の
弁
護
士
の
依

頼
者
が
、
本
基
金
へ
の
巨
額
の
寄
付
を
遺

言
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
改

め
て
、
本
基
金
の
活
動
が
社
会
に
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
実
感
し
ま
し

た
。本

基
金
で
は
、
10
年
の
あ
ゆ
み
を
総
括

し
な
が
ら
更
な
る
活
動
の
展
望
を
開
く
た

め
に
記
念
誌
を
発
刊
し
、
本
年
10
月
26
日

に
は
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
に
関
わ
っ
て
頂

い
た
理
事
、
評
議
員
を
始
め
関
係
者
の
皆

さ
ん
、
支
援
を
受
け
卒
業
し
た
社
会
人
や

大
学
生
、
そ
し
て
保
護
者
の
皆
さ
ん
な
ど

を
招
待
し
て
記
念
祝
賀
会
を
開
催
す
る
予

定
で
す
。
き
ず
な
基
金
は
、
こ
れ
か
ら
も

着
実
に
歩
み
を
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
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迎
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世
界
中
で
猛
威
を
振
る
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
も
国
内
で
は
勢
い
を
失
い
つ
つ
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
も
よ
う
や
く
従
来
の
状

態
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
３
年
間
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
が
わ
が
国
の
経
済
に

与
え
た
打
撃
と
市
民
生
活
へ
の
影
響
は
深
刻

で
あ
り
、
回
復
に
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

先
の
冬
に
は
北
京
で
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
は
過
去
最
多
の
１８
個

の
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
、
わ
れ
わ
れ
も
選
手
た
ち

の
奮
闘
に
大
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
皮
肉
に
も
、
平
和
の
祭
典
で
あ

る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
終
わ
っ
た
瞬
間
を
見
計

ら
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
突
如
と
し
て
力
に

よ
る
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
は
じ
ま

り
ま
し
た
。

冷
戦
が
終
結
し
、
ソ
ビ
エ
ト
崩
壊
の
際
に
独

立
し
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
は
、
親
ロ
シ
ア

派
と
親
欧
米
派
が
激
し
く
対
立
し
て
き
ま
し

た
。
２
０
０
４
年
に
オ
レ
ン
ジ
革
命
が
起
き
、

市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
確
立
、
N
A
T
O
加

盟
協
議
の
加
速
を
唱
え
る
親
欧
米
派
の
政
権

が
誕
生
し
ま
し
た
が
、
次
の
大
統
領
選
挙
で

は
親
ロ
シ
ア
派
が
返
り
咲
き
、
欧
米
と
の
非

同
盟
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
そ
の
親
ロ
シ
ア

派
政
権
も
E
U
と
の
政
治
・
貿
易
協
定
見
送

り
を
契
機
と
す
る
大
規
模
な
反
政
府
デ
モ
に

よ
り
崩
壊
し
、
こ
れ
に
猛
反
発
し
た
ロ
シ
ア

は
、
ク
リ
ミ
ア
半
島
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
に

侵
攻
し
て
強
引
に
併
合
し
ま
し
た
。
そ
の
後

は
N
A
T
O
加
盟
を
目
指
す
親
欧
米
派
政
権

が
現
在
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
は
、
ソ

ビ
エ
ト
崩
壊
後
、
か
つ
て
の
東
側
諸
国
が
次
々

と
N
A
T
O
に
加
盟
し
て
い
っ
た
こ
と
に
安

全
保
障
上
の
懸
念
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
ロ
シ

ア
と
国
境
を
接
し
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
ロ

シ
ア
に
と
っ
て
N
A
T
O
に
対
す
る
最
後
の

防
波
堤
で
あ
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
N
A
T
O

加
盟
が
現
実
味
を
帯
び
る
な
か
、
侵
攻
に
踏

み
切
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
プ
ー

チ
ン
大
統
領
は
従
来
か
ら
ロ
シ
ア
人
と
ウ
ク

ラ
イ
ナ
人
は
同
一
民
族
で
あ
る
と
主
張
し
て

お
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
併
合
に
よ
り
、
か
つ
て
の

大
国
へ
の
回
帰
を
目
論
ん
で
い
る
と
も
評
さ

れ
て
い
ま
す
。
始
ま
り
か
け
た
か
に
見
え
た
両

国
の
停
戦
交
渉
に
お
い
て
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は

ロ
シ
ア
軍
の
即
時
撤
退
を
求
め
、
ロ
シ
ア
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
非
軍
事
化
と
N
A
T
O
に
加

盟
し
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
交
渉
そ

れ
自
体
、
再
開
の
見
通
し
は
た
っ
て
お
ら
ず
、

暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
侵
攻
で
は
、
国
連
の
協
定
に
反
し
て
軍

施
設
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
住
居
な
ど
も
攻
撃

さ
れ
、
罪
の
な
い
一
般
市
民
の
命
が
奪
わ
れ

て
い
ま
す
。
侵
攻
の
理
由
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
、
主
権
を
有
す
る
他
国
に
対
し
、
外
交
手
段

に
よ
る
こ
と
な
く
、
軍
事
力
を
行
使
し
て
自
国

の
論
理
を
押
し
付
け
る
よ
う
な
方
法
は
到
底

許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
侵
攻
に
対
し
て
、
欧
米
諸
国
は
、
ロ
シ

ア
と
の
全
面
対
決
を
避
け
る
た
め
か
、
直
接
の

軍
事
介
入
は
行
わ
ず
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
し
、

兵
器
の
提
供
な
ど
間
接
的
な
支
援
を
行
う
に

と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
に
対
す
る
経
済

制
裁
は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
即
効
性
は
な

く
、
事
態
は
長
期
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
ま

す
。
国
連
総
会
に
お
い
て
も
ロ
シ
ア
の
非
難
決

議
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
法
的
拘

束
力
は
な
く
、
安
全
保
障
理
事
会
に
お
け
る
ロ

シ
ア
軍
の
即
時
撤
退
の
決
議
案
は
、
拒
否
権
を

持
つ
ロ
シ
ア
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
反
対
し
、

否
決
さ
れ
ま
し
た
。
国
連
に
は
国
際
平
和
の

維
持
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

安
保
理
常
任
理
事
国
で
あ
る
大
国
の
暴
走
に

対
し
て
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
弱
さ
が
露
呈

し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
今
こ
そ
、
日
本
で

も
自
国
の
防
衛
力
の
増
強
を
議
論
す
る
前
に
、

唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
、
国
際
協
調
を
基
軸
に

し
た
国
連
の
機
能
強
化
の
た
め
の
提
言
と
活

動
を
す
る
べ
き
と
強
く
思
い
ま
す
。

こ
の
問
題
は
遠
く
離
れ
た
地
の
話
と
し
て

片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ロ
シ
ア
と

同
じ
く
安
保
理
常
任
理
事
国
で
あ
る
中
国
に

よ
る
台
湾
へ
の
軍
事
侵
攻
が
懸
念
さ
れ
て
お

り
、
最
近
来
日
し
た
ア
メ
リ
カ
の
バ
イ
デ
ン

大
統
領
が
、
台
湾
有
事
の
際
に
は
軍
事
介
入

を
行
う
と
発
言
す
る
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
身

近
で
も
国
際
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
轍
を
踏
む
こ
と
な
く
、
紛
争
の

泥
沼
化
を
回
避
し
て
国
際
調
和
を
図
る
た
め

に
は
ど
の
よ
う
な
国
際
的
な
仕
組
み
が
必
要

か
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
日
本
が
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
す
べ
き
か
、
わ
れ
わ
れ
も
国
際

社
会
の
一
員
と
し
て
、
真
剣
に
考
え
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

今
回
本
誌
で
は
、
当
事
務
所
で
海
外
関
係

を
取
り
扱
っ
て
い
る
弁
護
士
が
、「
グ
ロ
ー
バ

ル
化
に
対
応
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
海

外
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
の
特
集
を
組
ん

で
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
も
企
業
活
動

も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
法
律
の
世
界
で

も
海
外
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
す
る
こ
と
が

不
可
欠
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
海
外
と

の
つ
な
が
り
を
考
え
る
際
に
は
、
常
に
自
ら

が
国
際
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
の
自
覚
を
持

ち
、
自
国
の
論
理
の
み
で
物
事
を
考
え
な
い

と
い
う
姿
勢
が
大
事
だ
と
あ
ら
た
め
て
思
い

ま
す
。

代表社員弁護士

大 森 　 剛

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

巻
頭
言

23



長
女
の
成
長
か
ら
感
じ
る
こ
と
。

７
年
前
、
轍
で
出
産
報
告
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
長
女
が
、
こ
の
春
、

小
学
生
に
な
り
ま
し
た
。

何
か
習
い
事
を
…
と
考
え
て
い
た
の

で
す
が
、
考
え
た
結
果
、「
ビ
ー
バ
ー
ス

カ
ウ
ト
」（
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
低
年
齢

版
）
に
入
隊
い
た
し
ま
し
た
。

私
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
イ
ン
ド
ア
派

で
、
野
外
活
動
に
は
全
く
興
味
も
な
く
、

ほ
と
ん
ど
経
験
し
な
い
ま
ま
大
人
に
な

り
ま
し
た
が
、
娘
は
意
外
と
泥
ん
こ
ま

み
れ
で
遊
び
、
虫
も
平
気
な
子
ど
も
で
、

ス
カ
ウ
ト
活
動
も
と
て
も
楽
し
ん
で
く

れ
て
い
ま
す
。

ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思

い
ま
す
が
、
ス
カ
ウ
ト
の
「
隊
」
は
年

代
で
区
切
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
各
年

代
が
一
緒
に
な
っ
て
活
動
す
る
機
会
も

多
く
、
ま
た
、
上
の
年
代
が
下
の
年
代

の
面
倒
を
見
る
と
い
う
こ
と
も
徹
底
さ

れ
て
い
ま
す
。

娘
に
は
、世
代
や
地
域
を
超
え
た
様
々

な
「
社
会
」
に
所
属
し
、
多
様
な
価
値

観
に
触
れ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
お
り
、

ス
カ
ウ
ト
活
動
で
の
世
代
を
超
え
た
交

流
の
中
で
、
社
会
性
や
協
調
性
、
他
者

を
受
け
止
め
る
力
な
ど
を
培
っ
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
幼
い
頃
か
ら
学

校
の
ク
ラ
ス
以
外
の
「
社
会
」
に
所
属

し
多
様
な
価
値
観
に
触
れ
経
験
を
す
る

こ
と
で
、
深
み
の
あ
る
人
格
を
形
成
し

て
く
れ
た
ら
と
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

ま
た
、
娘
の
成
長
の
お
か
げ
で
、
私
が

所
属
す
る
「
社
会
」
も
増
え
、
新
た
な

経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す（
先

日
は
ス
カ
ウ
ト
活
動
の
ハ
イ
キ
ン
グ
に

同
行
し
た
の
で
す
が
、ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー

ス
が
想
像
以
上
に「
け
も
の
道
」で（
笑
）。

自
分
の
読
み
の
甘
さ
を
恨
み
ま
し
た
。）。

弁
護
士
業
務
に
お
い
て
も
、
一
つ
の

価
値
観
に
固
執
し
て
い
る
と
、
最
適
な

結
論
を
導
く
こ
と
は
難
し
い
と
感
じ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
契
約
交
渉
の
場
面

で
も
、
依
頼
者
の
価
値
観
や
利
益
の
み

を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
相
手
方

の
価
値
観
や
利
益
に
も
配
慮
し
、
対
話

を
重
ね
る
こ
と
で
双
方
に
と
っ
て
納
得

感
の
あ
る
契
約
条
件
で
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ひ
い
て
は
、

契
約
締
結
後
の
ト
ラ
ブ
ル
や
優
越
的
地

位
の
濫
用
な
ど
の
法
的
リ
ス
ク
を
最
小

限
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て

依
頼
者
の
利
益
に
資
す
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
狭
い
視
野
に
捉
わ
れ

ず
、
ど
ん
ど
ん
新
し
い
経
験
を
し
て
、

多
様
な
価
値
観
を
理
解
で
き
る
柔
軟
性

と
許
容
性
を
培
い
、
皆
様
か
ら
頼
ら
れ

る
弁
護
士
に
な
れ
る
よ
う
、
自
己
研
鑽

に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

移
籍
か
ら
約
２
年
を
経
て

弁
護
士
登
録
か
ら
４
年
半
、
当
事
務

所
に
移
籍
し
て
か
ら
は
、
早
２
年
が
経

と
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
２
年
間
、

顧
問
先
様
を
は
じ
め
、
依
頼
者
の
皆
様

や
事
務
所
内
外
の
様
々
な
方
に
支
え
ら

れ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

私
が
当
事
務
所
入
所
後
に
執
筆
し
た

「
轍
」２
０
２
１
年
新
春
号
の
記
事
で
は
、

「
心
機
一
転
」
を
テ
ー
マ
に
自
己
紹
介
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
の
自

分
の
書
い
た
記
事
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
今
後
の
抱
負
と
し
て
、「
事
件
処
理

に
当
た
る
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
貪

欲
に
吸
収
し
、
学
び
に
変
え
て
い
き
た

い
」
旨
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
今
、
改

め
て
こ
の
２
年
間
を
振
り
返
る
と
、
実

に
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い

た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
、
当
時
の
気
持
ち
を
忘
れ
る
こ
と
な

く
日
々
邁
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

現
在
、
業
務
分
野
と
し
て
は
私
自
身

幅
広
く
様
々
な
事
件
を
取
り
扱
っ
て
お

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
会
社
法
・
金

融
商
品
取
引
法
関
係
の
案
件
に
重
点
的

に
取
り
組
ん
で
お
り
、
自
分
の
中
で
専

門
分
野
と
し
て
確
立
で
き
る
よ
う
、
精

進
し
て
い
ま
す
。
ど
の
分
野
で
も
同
じ

で
す
が
、
金
融
商
品
取
引
法
関
係
は
特

に
リ
サ
ー
チ
の
緻
密
さ
・
正
確
さ
が
要

弁 護 士

杉 野 龍 太

弁 護 士

柴 田 大 樹

弁 護 士

越 知 覚 子

求
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
、

そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
力
量
が
試
さ
れ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
当
事
務

所
で
の
業
務
以
外
に
も
、
プ
ロ
ボ
ノ
活

動
と
し
て
、
消
費
者
保
護
委
員
会
で
の

活
動
及
び
弁
護
団
事
件
（
特
定
商
取
引

法
関
係
）
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
委

員
会
や
弁
護
団
活
動
を
通
じ
て
得
た
知

識
や
経
験
が
通
常
の
業
務
に
活
用
で
き

る
場
面
も
あ
り
、
改
め
て
弁
護
士
と
い

う
仕
事
の
幅
広
さ
、
奥
深
さ
を
感
じ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
は
、
昨
年

の
10
月
に
結
婚
式
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

入
籍
自
体
は
２
０
１
９
年
10
月
に
し
て

い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
入

籍
か
ら
２
年
越
し
の
式
と
な
り
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
お
互

い
の
親
族
の
み
参
加
の
下
、
挙
式
と
小

宴
の
み
を
行
い
ま
し
た
が
、
夫
婦
の
門

出
の
祝
福
を
受
け
、
自
分
自
身
ま
す
ま

す
頑
張
ら
ね
ば
と
い
う
思
い
を
改
め
て

強
く
持
っ
た
次
第
で
す
。

来
年
に
は
弁
護
士
登
録
か
ら
丸
５
年

を
迎
え
ま
す
。
一
つ
の
大
き
な
節
目
を

迎
え
る
に
あ
た
り
、
自
分
の
課
題
と
向

き
合
い
、
更
に
成
長
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
始
め
ま
し
た 

私
は
、
幼
い
頃
か
ら
、
趣
味
で
動
物
、

恐
竜
、
妖
怪
等
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
収
集

し
て
い
ま
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
自

室
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ケ
ー
ス
に
並
べ
て

お
り
、
た
ま
に
取
り
出
し
て
眺
め
て
は

元
の
場
所
に
戻
す
、
と
い
う
こ
と
を
繰

り
返
し
て
い
ま
す
。

今
年
に
入
っ
て
、
漠
然
と
何
か
新
し

い
こ
と
を
始
め
た
い
と
考
え
て
い
た
私

は
、
密
か
に
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
始
め
、

フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
紹
介
記
事
を
投
稿
し
始

め
ま
し
た
。休
日
の
空
い
た
時
間
に
細
々

と
投
稿
し
て
い
る
た
め
、
フ
ォ
ロ
ワ
ー

数
こ
そ
ま
だ
少
な
い
で
す
が
、
い
ず
れ

フ
ィ
ギ
ュ
ア
界
の
有
名
ア
カ
ウ
ン
ト
に

な
る
、
と
小
さ
な
野
望
を
抱
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
私
の
周
囲
に
、
同
じ
趣

味
を
共
有
で
き
る
知
人
等
は
い
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
記

事
を
投
稿
す
る
と
、
同
じ
趣
味
・
感
性

を
持
っ
た
人
々
が
、
世
界
中
か
ら
「
い

い
ね
！
」
や
コ
メ
ン
ト
を
送
っ
て
く
れ

ま
す
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
理
解
さ
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
私
の
趣
味
を
、
こ
れ

ほ
ど
多
く
の
人
が
肯
定
し
て
く
れ
る
の

か
と
思
う
と
、
満
た
さ
れ
た
気
持
ち
に

な
る
と
同
時
に
、
自
分
の
居
場
所
が
一

つ
増
え
た
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
ま
し
た
。

ふ
と
、
私
の
恩
師
が
よ
く
言
っ
て
い

た
、「
自
分
の
中
に
な
る
べ
く
多
く
の
世

界
を
持
ち
な
さ
い
。」
と
い
う
言
葉
を

思
い
出
し
ま
し
た
。
た
と
え
ど
こ
か
一

つ
の
世
界
で
上
手
く
い
か
な
い
こ
と
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、別
に
世
界（
居
場
所
）

を
持
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
世
界
で
自
分

を
肯
定
し
、
保
っ
て
い
ら
れ
る
。
ス
ト

レ
ス
の
多
い
現
代
社
会
を
前
向
き
に
生

き
抜
く
た
め
に
、
と
て
も
重
要
な
考
え

方
だ
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
は
、

自
分
を
取
り
巻
く
全
て
の
も
の
が
新
鮮

で
、好
奇
心
の
向
く
ま
ま
様
々
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
飛
び
込
み
、
世
界
を
広
げ
て

い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
大
人
に

な
っ
て
、
い
つ
し
か
そ
の
感
覚
を
忘
れ

て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
分
を
新

鮮
に
保
ち
、
自
己
肯
定
感
を
絶
や
さ
ず

持
て
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
積
極
的
に

新
し
い
挑
戦
を
し
て
い
き
た
い
と
、
決

意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
こ
の
決
意
の

証
と
し
て
、
ま
ず
は
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

の
投
稿
を
継
続
し
て
頑
張
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

最
後
に
、
も
し
私
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ

ム
に
ご
興
味
を
お
持
ち
の
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
ア
カ
ウ
ン
ト
を
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
の
で
、
是
非
お
気

軽
に
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。
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技
能
実
習
制
度
は
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施

及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
技
能
実
習
法
）

に
よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
１
年
（
技
能
の
修
得
段
階
）、
２

～
３
年
（
技
能
の
習
熟
段
階
）、
４
～
５
年
目
（
技
能
の
熟
達

段
階
）
の
そ
れ
ぞ
れ
で
技
能
実
習
１
号
、
２
号
、
３
号
と
呼

ば
れ
る
在
留
資
格
が
一
定
の
要
件
の
も
と
付
与
さ
れ
、
こ
の

最
大
５
年
の
実
習
期
間
に
行
わ
れ
る
人
材
育
成
を
通
じ
て
開

発
途
上
地
域
等
へ
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
の
移
転
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
企
業
が
技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
る
に
あ
た
っ
て

は
、
２
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

１
つ
目
は
、
日
本
の
企
業
が
自
身
の
海
外
の
現
地
法
人
、

合
弁
企
業
や
取
引
先
企
業
の
職
員
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
方

法
（
企
業
単
独
型
）
で
す
。
も
っ
と
も
、
企
業
単
独
型
は
、

自
社
が
直
接
海
外
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
有
し
て
い
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
は
次
に
ご
説
明
す
る
団
体
管

理
型
と
呼
ば
れ
る
方
法
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

団
体
管
理
型
と
は
、
日
本
の
企
業
が
管
理
団
体
と
呼
ば
れ

る
団
体
か
ら
技
能
実
習
生
と
の
雇
用
関
係
の
成
立
の
あ
っ
せ

ん
を
受
け
て
技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
方
法
で
す
。

こ
の
管
理
団
体
は
、
国
か
ら
の
許
可
を
得
て
雇
用
関
係
の
成

立
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
と
と
も
に
、
技
能
実
習
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
管
理
（
管
理
業
務
）
を
行
う
団
体

で
す
。
も
っ
と
も
、
日
本
に
存
在
す
る
管
理
団
体
が
直
接
、

技
能
実
習
生
を
送
り
出
す
国
で
技
能
実
習
生
を
探
す
と
い
う

こ
と
は
な
く
、
実
際
に
は
技
能
実
習
生
を
送
り
出
す
国
に
あ

る
送
出
機
関
と
呼
ば
れ
る
機
関
に
依
頼
の
う
え
、
送
出
機
関

が
技
能
実
習
生
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
外
国
人
を
募
集
し

選
考
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
団
体
管
理
型
は
、
実
習

生
―
送
り
出
し
国
の
送
出
機
関
―
日
本
の
管
理
団
体
―
受
入

企
業
、
の
４
者
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
り
、
複
雑
な
関
係
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
技
能
実
習
法
は
、
国
の
許
可
を
得
た
管
理
団
体
に

よ
る
適
切
な
管
理
に
よ
り
「
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び

技
能
実
習
生
の
保
護
を
図
り
、
も
っ
て
人
材
育
成
を
通
じ
た

開
発
途
上
地
域
等
へ
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
の
移
転
に
よ

る
国
際
協
力
を
推
進
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ

て
い
ま
す
（
技
能
実
習
法
１
条
）。

し
か
し
、
実
際
に
は
技
能
実
習
生
の
保
護
が
十
分
に
図
れ

て
お
ら
ず
、
技
能
実
習
法
の
目
的
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
問
題
点
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
送
出
機
関
に
つ
い
て
は
日
本
に
存
在
す
る
機
関
で

は
な
く
、
許
可
制
が
採
ら
れ
て
い
る
管
理
団
体
の
よ
う
に
技

能
実
習
法
に
よ
る
直
接
の
規
制
を
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
た

め
、
日
本
に
行
き
た
い
と
希
望
す
る
実
習
生
候
補
者
や
そ
の

家
族
か
ら
実
態
に
見
合
わ
な
い
多
額
の
金
銭
を
搾
取
す
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
管
理
団
体
の
よ
う
に
許
可
を
得
て
い
な
い
ブ
ロ
ー

カ
ー
が
実
際
の
管
理
業
務
を
行
っ
て
お
り
、
管
理
団
体
に
よ

る
適
切
な
管
理
が
実
際
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る

よ
う
で
す
。
以
前
、
受
入
企
業
か
ら
管
理
を
行
う
団
体
と
の

間
の
契
約
書
レ
ビ
ュ
ー
の
依
頼
を
受
け
て
確
認
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
許
可
を
得
た
管
理
団
体
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
受
入
企
業
は
技
能
実
習
生
と
雇
用
契
約
を
締
結

す
る
た
め
、
当
然
に
労
働
基
準
法
、
労
働
安
全
衛
生
そ
の
他

の
労
働
に
関
す
る
法
令
が
適
用
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実

際
に
は
労
働
に
関
す
る
法
令
を
無
視
し
た
待
遇
と
な
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
技
能
実
習
生
と
し
て
は
、
受
入
企
業

と
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
日
本
に
お
い
て
訴
訟
活

動
な
ど
を
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
難
し
く
、
泣
き
寝
入
り
に

な
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。

そ
の
結
果
、
技
能
実
習
生
の
脱
走
、
生
活
困
窮
に
よ
っ
て

犯
罪
行
為
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
直
近
で

も
在
留
期
間
を
超
え
て
の
日
本
国
の
滞
在
（
い
わ
ゆ
る
オ
ー

バ
ー
ス
テ
イ
）、
さ
ら
に
窃
盗
を
行
っ
た
外
国
人
の
国
選
弁
護

を
担
当
し
ま
し
た
が
、
通
訳
人
の
方
か
ら
話
を
聞
く
と
、
過

酷
な
環
境
に
起
因
す
る
脱
走
・
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
、
さ
ら
に

困
窮
に
よ
り
や
む
な
く
パ
ス
ポ
ー
ト
偽
造
、
窃
盗
へ
と
つ
な

が
る
事
件
は
相
当
数
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

基
本
理
念
を
定
め
る
技
能
実
習
法
３
条
で
は
、
技
能
実
習

は
、
技
能
等
の
適
正
な
修
得
、
習
熟
又
は
熟
達
の
た
め
に
整

備
さ
れ
、
か
つ
、
技
能
実
習
生
が
技
能
実
習
に
専
念
で
き
る

よ
う
に
そ
の
保
護
を
図
る
体
制
が
確
立
さ
れ
た
環
境
で
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
労
働
力
の
需
給
の
調
整
の
手

段
と
し
て
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
技
能
実
習
生
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
又
は

実
際
に
受
け
入
れ
て
い
る
企
業
に
お
い
て
は
、
技
能
実
習
法

の
基
本
理
念
に
従
っ
た
技
能
実
習
の
実
践
を
意
識
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
G
D
P
R
へ
の
対
応
　

１　
G
D
P
R
と
は
？

G
D
P
R
と
は
、E
U
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（G

eneral 
D

ata Protection Regulation

）
の
略
称
で
あ
り
、
欧
州
経
済

領
域
（
E
E
A
）
域
内
で
取
得
し
た
「
個
人
デ
ー
タ
」
の
「
処

理
と
移
転
」
に
つ
い
て
定
め
た
ル
ー
ル
で
す
。
日
本
で
い
う

と
こ
ろ
の
個
人
情
報
保
護
法
に
相
当
し
ま
す
が
、
異
な
る
部

分
も
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

（
以
下
、
条
文
番
号
に
つ
い
て
は
G
D
P
R
の
条
文
番
号

を
指
し
て
い
ま
す
。）

　
国
際
家
事
事
件
に
つ
い
て
　 

出
入
国
在
留
管
理
庁
の
統
計
に
よ
る
と
、
２
０
２
０
年
６

月
に
お
け
る
中
長
期
の
在
留
外
国
人
の
数
は
約
２
９
０
万
人

で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
若
干
は
減
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
で

も
今
や
、
日
本
の
全
人
口
の
２
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て

い
ま
す
。
日
本
で
中
長
期
に
わ
た
り
滞
在
し
て
い
る
外
国
人

の
離
婚
、
相
続
等
の
家
事
事
件
を
解
決
す
る
に
あ
た
り
、
ど

の
よ
う
な
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
家
庭
裁
判
所
で
解
決
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
そ

の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
法
律
は
必
ず
し
も
日
本
の
法
律
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

１　
ど
の
国
の
法
律
を
適
用
さ
れ
る
か
（
適
用
法
）

ど
の
国
の
法
律
で
解
決
す
る
か
は
、「
法
の
適
用
に
関
す
る

通
則
法
」（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
い
ま
す
。）
と
い
う
法
律

が
決
め
て
い
ま
す
。

通
則
法
は
、
離
婚
の
効
力
に
つ
い
て
、
夫
婦
の
国
籍
が
同

一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
国
の
法
律
に
よ
る
と
か
、
夫
婦
の

一
方
が
日
本
に
常
居
所
を
有
す
る
日
本
人
で
あ
る
と
き
は
、

日
本
法
に
よ
る
な
ど
と
定
め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
日
本
に

い
る
日
本
人
妻
が
、
米
国
人
夫
に
対
し
、
離
婚
を
求
め
る
訴

訟
を
提
起
す
る
場
合
、
日
本
の
裁
判
所
で
は
、
日
本
の
民
法

で
判
断
さ
れ
、
中
国
人
同
士
の
離
婚
で
あ
れ
ば
、
と
も
に
日

本
に
住
ん
で
い
る
場
合
、
日
本
の
裁
判
所
で
も
、
中
国
の
法

律
で
裁
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
在
日
コ
リ
ア
ン
の
方
々
は
、
生
ま
れ
た

と
き
か
ら
日
本
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
方
も
多
い
で
す
が
、

通
則
法
で
は
、「
相
続
は
被
相
続
人
の
法
に
よ
る
。」
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
韓
国
籍
の
父
親
が

亡
く
な
っ
た
と
き
の
相
続
に
は
、
原
則
、
韓
国
法
が
適
用
さ

れ
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
韓
国
の
国
際
私
法
は
、
遺
言
に
お
い

て
、自
分
の
相
続
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
つ
い
て
、明
示
的
に
、

自
分
の
常
居
所
が
あ
る
国
の
法
を
指
定
し
て
い
る
と
き
に
は
、

そ
の
国
の
法
律
に
よ
る
と
定
め
て
い
る
た
め
、
韓
国
籍
の
方

で
も
、
遺
言
に
、「
こ
の
遺
言
に
よ
る
相
続
に
は
、
日
本
法
が

適
用
さ
れ
る
」
と
明
記
し
て
お
け
ば
、
遺
言
に
よ
る
相
続
に

つ
き
、
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

日
本
の
法
律
が
外
国
法
に
よ
る
と
定
め
て
い
て
も
、
そ
の
外

国
法
が
、
日
本
法
に
よ
る
べ
き
と
規
定
し
て
い
る
と
き
に
は
、

原
則
、
日
本
法
を
適
用
す
る
と
、
通
則
法
が
定
め
て
い
る
た

め
で
す
（
こ
れ
を
「
反
致
」
と
い
い
ま
す
。）。

２　
ど
の
裁
判
所
で
紛
争
解
決
を
す
る
か
（
管
轄
）

外
国
人
が
関
係
す
る
家
事
事
件
で
は
、
ど
の
国
の
法
律
が

適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
加
え
、
ど
の
国
の
裁
判
所
で

裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
国
際
管
轄
の
問

題
も
気
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
際
管
轄
に
つ
い
て

は
、
被
告
が
手
続
に
参
加
す
る
権
利
を
保
護
す
る
た
め
、
原

則
、
被
告
の
常
居
所
地
の
国
で
裁
判
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
国
際
ル
ー
ル
が
あ
り
、
日
本
の
法
律
で
も
そ

う
な
っ
て
い
ま
す
が
、
被
告
が
行
方
不
明
で
あ
る
と
き
な
ど
、

日
本
の
裁
判
所
が
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
こ
と
が
、
当
事
者

間
の
衡
平
を
図
る
な
ど
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
に
は
、日
本
国
内
で
裁
判
を
提
起
で
き
ま
す
。例
え
ば
、

最
初
に
例
に
挙
げ
た
日
本
人
妻
が
米
国
人
夫
と
離
婚
し
た
い

場
合
に
、
米
国
人
夫
が
日
本
か
ら
出
国
し
て
い
て
、
日
本
に

い
な
い
こ
と
は
確
認
で
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
に
い
る

か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
、
日
本
で
離
婚
訴
訟
を
提
起

で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

相
続
に
関
し
て
は
、
日
本
国
籍
の
方
で
も
、
米
国
、
豪
州
、

香
港
等
、
英
米
法
系
の
国
・
地
域
に
、
預
金
等
の
財
産
を
保

有
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
財
産
は
、
日
本
の
よ
う
に
、

本
人
の
遺
言
や
相
続
人
ら
の
遺
産
分
割
協
議
書
だ
け
で
は
相

続
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現
地
の
裁
判
所
の
許
可
手
続
（
プ

ロ
ベ
ー
ト
）
を
要
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
、

日
本
の
公
正
証
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
手
続
に
時

間
と
労
力
が
か
か
る
こ
と
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

3　
ま
と
め

こ
の
よ
う
に
、
国
際
的
な
家
事
事
件
に
は
、
色
々
な
面
で
、

通
常
の
家
事
事
件
と
は
異
な
る
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
困
り
の
際
に
は
、
お
気
軽
に
当
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　
外
国
人
の
技
能
実
習
制
度
に
つ
い
て
　

技
能
実
習
制
度
と
い
う
言
葉
自
体
は
耳
に
し
た
こ
と
は
あ

る
も
の
の
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ま
で
は
知
ら
な

い
と
い
う
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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２　
G
D
P
R
は
ど
ん
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る
？

⑴
　
個
人
デ
ー
タ

G
D
P
R
は
「
個
人
デ
ー
タ
」
に
関
す
る
ル
ー
ル
で
す
が
、

こ
の
「
個
人
デ
ー
タ
」
と
は
、「
識
別
さ
れ
た
、
又
は
識
別

可
能
な
自
然
人
に
関
す
る
す
べ
て
の
情
報
」
と
定
義
さ
れ
て

い
ま
す
（
4
条
1
項
）。
具
体
的
に
は
、
氏
名
、
住
所
、
I
P

ア
ド
レ
ス
、cookie

等
が
該
当
し
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
法
に
お
け
る
「
個
人
情
報
」
と
、

G
D
P
R
の
「
個
人
デ
ー
タ
」
は
、
概
ね
重
な
り
ま
す
が
、

I
P
ア
ド
レ
ス
やcookie

は
、
個
人
情
報
保
護
法
に
お
い
て

は
、「
個
人
情
報
」
で
は
な
く
「
個
人
関
連
情
報
」
に
分
類
さ

れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。

⑵
　
処
理
・
移
転

G
D
P
R
は
、
個
人
デ
ー
タ
の
「
処
理
」
と
「
移
転
」
の

場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

「
処
理
」
と
は
、
収
集
、
記
録
、
編
集
等
、
個
人
デ
ー
タ
に

対
し
て
行
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
作
業
を
い
い
ま
す（
4
条
2
項
）。

一
方
、「
移
転
」
に
関
し
て
は
、
E
E
A
域
外
の
第
三
国

の
第
三
者
に
対
し
て
デ
ー
タ
閲
覧
を
可
能
に
す
る
行
為
を
指

し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
（
1
条
3
項
参
照
）。

⑶
　
G
D
P
R
が
適
用
さ
れ
る
地
理
的
範
囲

G
D
P
R
は
、
E
E
A
域
内
の
企
業
の
み
が
遵
守
す
べ
き

ル
ー
ル
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
場
合
に
は
日
本
法

人
で
あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
す
。
本

稿
で
は
特
に
重
要
な
ケ
ー
ス
を
紹
介
し
ま
す
。

①
　
E
E
A
域
内
の
拠
点
の
活
動
に
関
連
し
て
個
人
デ
ー

タ
の
処
理
が
な
さ
れ
る
場
合
（
3
条
1
項
）

あ
る
個
人
（
以
下
「
デ
ー
タ
主
体
」
と
い
い
ま
す
。）
か
ら

個
人
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
た
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い

い
ま
す
。）
や
、
管
理
者
か
ら
デ
ー
タ
の
処
理
を
委
託
さ
れ
た

者
（
以
下
「
処
理
者
」
と
い
い
ま
す
。）
の
拠
点
が
E
E
A

域
内
に
あ
る
場
合
、
G
D
P
R
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
日
本
法

人
で
あ
っ
て
も
、
E
E
A
域
内
に
支
店
を
設
置
し
て
、
当

該
支
店
で
個
人
デ
ー
タ
の
収
集
や
処
理
を
行
う
場
合
に
は
、

G
D
P
R
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

②
　
E
E
A
域
内
の
個
人
に
対
す
る
商
品
等
の
提
供
と
関

連
し
て
個
人
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
場
合
（
３
条
２
項
（
a
））

E
E
A
域
内
に
拠
点
が
な
く
と
も
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン

ス
語
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
開
設
し
、
代
金
を
ユ
ー
ロ
で
表
示

し
て
サ
イ
ト
内
で
商
品
を
販
売
す
る
場
合
な
ど
、
E
E
A
域

内
の
個
人
に
向
け
て
商
品
等
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る
場

合
に
は
、
そ
の
際
に
取
得
し
た
個
人
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、

G
D
P
R
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

３　
G
D
P
R
が
適
用
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
？

⑴
　
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

G
D
P
R
で
は
、
個
人
デ
ー
タ
は
、
適
法
、
公
平
か
つ
透

明
性
の
あ
る
手
段
で
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と（
公

平
性
の
原
則
）な
ど
、い
く
つ
か
の
原
則
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、

個
人
デ
ー
タ
の
管
理
者
や
処
理
者
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
を
順

守
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
5
条
）。

さ
ら
に
、
管
理
者
は
、
個
人
デ
ー
タ
取
得
の
際
に
、
管
理

者
の
名
称
・
連
絡
先
等
を
通
知
す
る
義
務（
13
条
）な
ど
も
負
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
処
理
者
は
、
全
て
の
処
理
の
記
録
を
保

存
す
る
義
務
な
ど
を
負
っ
て
い
ま
す
（
30
条
2
項
）。

⑵
　
デ
ー
タ
の
処
理
の
制
限

G
D
P
R
の
適
用
が
あ
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
デ
ー
タ

主
体
の
同
意
が
あ
る
場
合
や
、
管
理
者
が
従
う
べ
き
法
的
義

務
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
な
ど
、
一
定
の
場
合
で

な
け
れ
ば
、
個
人
デ
ー
タ
を
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

（
6
条
1
項
）。

⑶
　
デ
ー
タ
移
転
に
関
す
る
制
限

G
D
P
R
は
、
E
E
A
域
内
の
個
人
デ
ー
タ
を
E
E
A

域
外
に
移
転
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
違
法
と
し
て
い
ま
す
。

例
外
的
に
E
E
A
域
外
へ
の
移
転
が
許
さ
れ
る
の
は
、
十
分

性
認
定
を
受
け
た
第
三
国
へ
の
移
転
の
場
合
（
45
条
）
や
法

定
さ
れ
た
適
切
な
措
置
を
と
っ
た
場
合
（
46
条
）
に
限
ら
れ

ま
す
。

十
分
性
認
定
と
は
、
特
定
の
国
や
地
域
が
、
十
分
に
個
人

デ
ー
タ
保
護
を
講
じ
て
い
る
と
欧
州
委
員
会
に
よ
り
認
め
ら

れ
た
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
日
本
は
、
2
0
1
9
年
1
月
23

日
に
十
分
性
認
定
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
国
内

の
企
業
は
、
個
人
情
報
保
護
法
と
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
に
係
る
E
U
域
内
か
ら
十
分
性
認
定
に
よ
り
移
転

を
受
け
た
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に
関
す
る
補
完
的
ル
ー
ル
」

を
遵
守
す
れ
ば
、
E
U
域
内
の
事
業
者
か
ら
個
人
デ
ー
タ
の

移
転
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

４　
罰
則

G
D
P
R
に
違
反
し
た
場
合
、
一
定
の
制
裁
金
が
課
さ

れ
ま
す
。
違
反
の
内
容
に
も
よ
り
ま
す
が
、
制
裁
金
の
額

が
2
0
0
0
万
ユ
ー
ロ
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

G
D
P
R
を
軽
視
せ
ず
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　 

企
業
買
収
契
約
と
新
型
コ
ロ
ナ 

　

　 

～
L
V
M
H
と
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
～
　   

ア
メ
リ
カ
の
宝
飾
店
と
い
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
５
番

街
と
57
丁
目
の
角
に
あ
る
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
（Tiffany ＆

 C
o.

）

が
浮
か
ぶ
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
映
画『
テ
ィ

フ
ァ
ニ
ー
で
朝
食
を
』で
オ
ー
ド
リ
ー
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
が
シ
ョ

ウ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
眺
め
な
が
ら
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
を
食
べ
た
、

あ
の
店
で
す
。

２
０
１
９
年
10
月
、
L
V
M
H
（
モ
エ
・
ヘ
ネ
シ
ー
・
ル
イ
・

ヴ
ィ
ト
ン
）
が
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
の
買
収
提
案
を
だ
し
ま
し
た
。

L
V
M
H
は
、
ル
イ
・
ヴ
ィ
ト
ン
を
中
心
に
バ
ッ
ク
、
洋
服
、

宝
飾
品
な
ど
の
各
種
ブ
ラ
ン
か
ら
な
る
複
合
企
業
（
コ
ン
グ

ロ
マ
リ
ッ
ド
）
で
す
。
そ
の
後
、
同
年
11
月
に
は
、
買
収
総

額
約
１
６
２
億
ド
ル
で
買
収
合
意
が
成
立
し
ま
し
た
。
当
初

は
取
引
完
了
が
翌
年
８
月
に
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
コ

ロ
ナ
禍
で
の
紛
争
を
経
て
２
０
２
１
年
１
月
に
L
V
M
H
に

よ
る
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
の
買
収
が
完
了
し
ま
し
た
。
本
稿
で
は
、

コ
ロ
ナ
と
買
収
契
約
条
項
に
つ
い
て
一
考
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

L
V
M
H
が
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
の
買
収
を
決
め
た
後
程
な

く
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
が
世
界
各
所
で
報
告
さ

れ
、
瞬
く
間
に
世
界
中
に
広
ま
り
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
は
ア
メ
リ
カ
を
含

む
世
界
各
地
の
店
舗
を
休
業
し
、
四
半
期
の
売
上
げ
が
前
期

比
45
％
も
下
が
る
ほ
ど
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
は
、
従
前
か
ら
続
け
て
き
た
配
当
支
払
い
を

継
続
し
て
い
た
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ラ
ン
ス
製
品
へ
の
追

加
関
税
を
課
す
る
動
き
等
を
理
由
に
、
L
V
M
H
は
買
収
契

約
に
つ
き
、
後
述
す
る
M
A
E
条
項
等
を
根
拠
に
撤
回
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
、
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー

は
２
０
２
０
年
９
月
、
ア
メ
リ
カ
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
裁
判
所

に
買
収
契
約
履
行
を
求
め
て
訴
訟
提
起
し
、
こ
れ
に
対
抗
し

て
L
V
M
H
も
同
じ
く
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
裁
判
所
に
訴
訟
を

提
起
し
ま
し
た
。
結
局
訴
訟
は
和
解
で
終
了
し
、
買
収
価
格

は
、
１
５
８
億
ド
ル
と
な
り
、
１
株
あ
た
り
価
格
が
契
約
当

初
１
３
５
ド
ル
だ
っ
た
も
の
が
１
３
０
ド
ル
か
ら
１
３
３
ド

ル
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　

こ
の
訴
訟
で
は
買
収
契
約
の
撤
回
の
可
否
を
め
ぐ
り
、

（
１
）M

aterial Adverse effect 

（
M
A
E
）
の
当
否
や
、               

（
２
）O

rdinary C
ourse of business

に
つ
い
て
の
攻
防
が

繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
２
つ
の
争
点
に
関
す
る

条
項
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
般
的
に
買
収
契
約
、合
弁
契
約
、事
業
譲
渡
契
約
等
に
は
、

M
A
E
条
項
（
ま
た
はM

aterial Adverse C
hange,

M
A
C

条
項
）
と
呼
ば
れ
る
条
項
が
入
り
ま
す
。
M
A
E
と
は
「
重

大
な
悪
化
の
影
響
」
で
あ
り
、
契
約
締
結
後
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ

ま
で
の
間
に
、
対
象
会
社
の
事
業
、
財
務
状
態
、
経
営
状
態

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
由
ま
た
は
事
象
が
生
じ
て
い
な

い
こ
と
を
買
主
の
履
行
義
務
の
前
提
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
M
A
E
が
発
生
す
る
と
、
買
主
は
履
行
義

務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

訴
訟
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
蔓
延
が
M
A
E
に
あ
た
る
の
で
は

な
い
か
と
し
て
、
L
V
M
H
は
契
約
の
終
了
を
主
張
し
ま
し

た
。
他
方
で
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
は
、
誰
も
予
測
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
M
A
E
の
例
外
（C
urve out

）
に
該
当
す
る
と
し

て
争
い
ま
し
た
。

和
解
で
終
了
し
た
こ
と
か
ら
裁
判
所
の
判
断
は
示
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
の
裁
判
所
が
M
A
E
を
認
め

る
こ
と
は
非
常
に
稀
で
あ
る
と
一
般
的
に
言
わ
れ
て
お
り
、

実
際
に
同
時
期
に
提
起
さ
れ
た
M
A
E
に
つ
い
て
争
う
裁
判

は
こ
と
ご
と
く
M
A
E
が
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
契
約
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
り
具
体
的

な
M
A
E
と
な
る
事
由
を
書
き
込
む
こ
と
で
、
買
手
が
ク

ロ
ー
ジ
ン
グ
前
に
強
い
交
渉
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

M
A
E
の
例
外
規
定
を
具
体
的
に
書
き
込
む
こ
と
で
売
手
が

こ
の
よ
う
な
買
手
に
対
し
て
強
い
対
抗
力
を
有
す
る
こ
と
に

な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
条
項
に
留
め
な
い
契
約
書
の
書
き
込

み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
買
収
系
契
約
等
に
お
い
て
は
、
表
明
保
証
条
項
と

し
て
、O

rdinary C
ourse of business

（
O
C
B
）
を
保
証

す
る
こ
と
が
多
く
、O
C
B
と
は
「（
売
主
の
）
通
常
の
業
務
」

と
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。

こ
の
訴
訟
で
は
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
が
新
型
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
し

た
後
も
高
額
な
配
当
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま

し
た
。
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
側
は
従
前
か
ら
配
当
を
行
な
っ
て
い

た
こ
と
を
主
張
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
争
い
ま
し
た
。
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
な
に
を
も
っ
て
通
常
の
業

務
と
定
義
す
る
の
は
非
常
に
難
し
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
買

手
が
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
う
る
術
と
し
て
入
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
も
と
に
契
約
の
帰
趨
を
決

す
る
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
条
項
（
基
準
と
な
る
数
字
の
記

載
や
売
手
の
行
為
の
記
載
等
）
の
作
り
込
み
が
必
要
な
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

以
上
の
と
お
り
、
こ
れ
を
機
に
買
収
契
約
条
項
の
中
で
も

当
然
に
盛
り
込
ま
れ
た
規
定
を
再
度
見
直
す
よ
い
機
会
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
海
外
企
業
と
の
取
引
の
注
意
点
　

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
と
な
り
、
海
外
取
引
の
機
会
が
飛
躍
的

に
増
え
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
「
英
語
で
交
渉
や
契
約
書
作

成
な
ど
で
き
な
い
し
、
代
金
や
納
期
な
ど
最
低
限
だ
け
決
め

て
お
い
て
、
後
は
、
問
題
が
起
き
た
ら
話
し
合
い
で
解
決
し

た
ら
い
い
か
。」
と
見
積
書
と
請
書
だ
け
で
海
外
取
引
を
し
て

い
ま
せ
ん
か
？

日
本
企
業
と
海
外
企
業
で
は
、
考
え
方
や
商
習
慣
に
大
き

な
違
い
が
あ
り
、
事
前
に
想
定
し
得
る
リ
ス
ク
、
懸
念
点
を

洗
い
出
し
、
そ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
契
約
書
を
締
結
す
る
こ

と
が
肝
要
で
す
。

本
稿
で
は
、ま
ず
一
般
的
な
注
意
点
を
挙
げ
た
上
で
、次
に
、

典
型
的
な
契
約
を
例
に
注
意
点
を
抜
粋
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
一
般
的
な
注
意
点
】

・
準
拠
法
（
ど
の
国
の
法
令
を
適
用
さ
せ
る
か
）

双
方
当
事
者
と
も
、
自
国
法
の
適
用
を
主
張
す
る
た
め
、

弁
護
士

河
合
順
子

弁
護
士

渡
部
真
樹
子
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Ⅰ・相続マンションの評価の見直し
2022年4月19日、注目を集めていた最高裁判決があり

ました。路線価などに基づいて算定した相続マンションの
評価額が実勢価格より低すぎるとして、国税当局が再評
価し、追徴課税した国税当局の処分を適法とし、相続人
側の敗訴が確定しました。

２００９年に被相続人（９０歳）が１３億8700万円でマ
ンション２棟を購入し、２０１２年に相続した子らが路線価
をもとに約３億３０００万円で評価し、相続税を「ゼロ」円

（購入時の借入金と相殺）で申告をしました。その後、国
税当局が相続財産を１２億7300万円と再評価し、約２億
4000万円の追徴課税をしたことがこの争いの発端です。

Ⅱ・財産評価基本通達 6項
今回の訴訟は国税当局が路線価によらない方法で

相続税額を決められるとする規定の是非を問うものです
が、国税庁の「財産評価基本通達」には、財産評価の
方法が記載されており、路線価での評価が認められて
います。したがって、路線価評価自体は問題ないのです
が、当該通達には、「算定額が著しく不適当な場合は国
税当局が独自に再評価できる」という例外規定が設けら
れています。

−財産評価基本通達6項−
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当

と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受け
て評価する。」

国税当局は財産評価基本通達6項（総則6項）に基づ
き不動産の評価額を見直しました。

財産評価基本通達6項は「伝家の宝刀」と言われ、む
やみに適用されることはありません。

Ⅲ・裁判所の判断
最高裁判所は、特別の事情がある場合には、路線価

以外の合理的な方法で評価することが許されると指摘
し、今回は相続人らが近い将来の相続で税負担を減ら
すものだと知っていたと認定し、国税当局の主張する不
動産鑑定の価格が妥当としました。取得価格や不動産
鑑定評価額と路線価評価に約４倍の乖離があったとい
う状況で、他の納税者との間で租税負担の公平に反し

ているとして例外規定（財産評価基本通達６項）の適用
を認めました。

国税当局の課税処分を適法とした判決で、行き過ぎた
節税策に警鐘を鳴らしたものと言えます。ただし、この例
外規定を使う場合の基準が明示されたとは言えません。
今後も曖昧さが残ります。

Ⅳ・財産評価基本通達 6項の適用リスクを下げ
るには？

不動産を用いた過度な節税を国税当局はかねてから
問題視してきました。「租税負担の公平性から看過しがた
い場合は財産評価基本通達６項（例外規定）の運用を
行いたい」とするコメントが公表されています。財産評価
基本通達6項は行き過ぎた節税を抑えるための規定であ
ると言われています。しかしながら、どのような基準で適用
されるのか明確なルールはありません。相続対策のマン
ション投資は全て財産評価基本通達6項が適用される
のかというとそんなことはないと思います。

しかし、今回の判例は、高齢でしかも借入金付きで2棟
のマンションを購入していること、そして死亡後すぐに相
続人らが2棟のうち1棟を高額で売却していることなどの
行為に国税当局は注目したのかも知れません。いずれに
しろ、その取得の時期や目的、使用状況などを勘案して、
著しい節税をねらったものかが総合的に判断されます。

相続税に関わる人は増えています。２０２０年に亡くなっ
た約１３７万人のうち、財産が相続税の課税対象となった
のは約１２万人（課税割合8.8％）で１０年前と比べて倍
増しています。今後の相続申告について、あまりにも取得
価格や不動産鑑定評価額と路線価評価に乖離がある
場合は注意が必要かもしれません。

相続対策を不動産でとお考えの方はバランス感覚を
大切に、専門家にご相談ください。

日本経営ウィル税理士法人 税理士　座間昭男

税理士
に 

聴く

２０２２年４月１９日最高裁判決から
―不動産による相続税対策と財産評評価基本通達 6 項―

日本経営グループ　日本経営ウィル税理士法人
TEL 06 − 6868 − 1069（担当：座間）

事業承継、信託、組織再編税制、国際税務、
企業再生、不動産活用、M ＆ A、IPO 支援　など

準
拠
法
に
つ
い
て
意
見
が
対
立
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
最
終
的
に
は
、
当
事
者
間
の
優
位
性
次

第
で
準
拠
法
が
決
ま
り
ま
す
が
、
仮
に
日
本
法
準
拠
と
な
ら

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
契
約
書
上
手
当

を
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
他
国
法
準
拠
に
よ
る
リ
ス
ク
を

軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

さ
ら
に
、
物
品
の
売
買
の
場
合
、
国
際
物
品
売
買
契
約
に

関
す
る
国
連
条
約
（「
C
I
S
G
」）
の
適
用
に
留
意
が
必
要

で
す
。
C
I
S
G
と
は
、
当
事
者
の
営
業
所
が
異
な
る
国
に

あ
り
、
そ
の
双
方
国
が
C
I
S
G
の
加
盟
国
で
あ
る
場
合
に

適
用
さ
れ
る
条
約
で
あ
り
、
そ
の
規
定
は
日
本
民
法
と
は
異

な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
準
拠
法
が
日
本
法
で

あ
る
場
合
に
は
、
契
約
書
上
C
I
S
G
の
適
用
排
除
を
明
記

す
べ
き
で
す
。

・
紛
争
解
決

さ
ら
に
、
紛
争
解
決
機
関
・
解
決
地
に
つ
い
て
も
準
拠
法

と
同
様
、
当
事
者
間
で
自
国
と
す
べ
き
と
の
綱
引
き
が
行
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
折
衷
案
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
訴

え
ら
れ
る
相
手
方
国
の
紛
争
解
決
機
関
に
す
る
、
第
三
国
の

紛
争
解
決
機
関
と
す
る
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
個
別
契
約
の
注
意
点

：

売
買
契
約
】

・
支
払
条
件

海
外
取
引
の
支
払
条
件
に
は
主
に
、
①
前
払
い
、
②
信
用

状
（
L
/
C
）
付
荷
為
替
手
形
取
引
、
③
信
用
状
な
し
荷
為

替
手
形
取
引

：

D
/
P
（
輸
入
者
が
為
替
手
形
を
決
済
し
な

け
れ
ば
船
積
書
類
を
受
け
取
り
で
き
な
い
）・
D
/
A
（
輸
入

者
は
呈
示
さ
れ
た
手
形
を
引
き
受
け
、
手
形
期
日
に
決
済
す

る
こ
と
を
条
件
に
、
船
積
書
類
の
受
け
取
り
が
で
き
る
）、
④

後
払
い
が
あ
り
、
①
か
ら
④
の
順
に
売
主
の
代
金
回
収
リ
ス

ク
が
高
く
な
り
ま
す
。
海
外
企
業
が
相
手
の
場
合
、
未
払
い

代
金
の
回
収
等
に
は
時
間
と
費
用
を
要
す
る
た
め
、
よ
り
慎

重
に
支
払
条
件
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
昨
今
の
急
激
な
為
替
変
動
に
備
え
、
外
貨
建
て

の
価
格
設
定
の
場
合
に
は
、契
約
時
を
基
準
と
し
て
為
替
レ
ー

ト
が
一
定
の
割
合
以
上
変
動
し
た
場
合
に
は
、
価
格
を
調
整

で
き
る
条
項
を
定
め
て
お
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

・
貿
易
条
件

国
際
間
取
引
で
は
、
売
主
買
主
間
の
危
険
の
移
転
時
点
や
、

運
賃
や
保
険
料
の
負
担
等
に
つ
い
て
取
り
決
め
が
重
要
で
す
。

国
際
商
業
会
議
所
が
制
定
し
た
貿
易
取
引
条
件
と
そ
の
解
釈

に
関
す
る
国
際
規
則IN

C
O
TERM

S

（
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ
）

を
用
い
て
条
件
を
定
め
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

・
P
L
責
任
と
保
険

製
造
業
者
等
が
P
L
訴
訟
に
よ
る
リ
ス
ク
を
軽
減
さ
せ
る

方
策
と
し
て
、
被
害
者
か
ら
P
L
訴
訟
を
提
起
さ
れ
た
場
合

の
損
失
等
を
買
主
に
転
嫁
す
る
条
項
や
、
売
主
に
よ
る
保
証

を
制
限
す
る
条
項
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
項

は
当
事
者
間
で
は
有
効
で
も
、
被
害
者
に
は
対
抗
で
き
な
い

た
め
、
適
切
な
P
L
保
険
の
付
保
が
重
要
で
す
。

【
個
別
契
約
の
注
意
点

：

販
売
代
理
店
契
約
】

・D
istributor

とAgent
国
際
間
の
販
売
代
理
店
契
約
に
お
い
て
は
、
カ
タ
カ
ナ
語
・

外
国
語
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
誤
解
が
生
じ
や
す
く
、
ま
ず

は
以
下
のAgent
型
とD

istributor

型
の
い
ず
れ
を
選
択
す

る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

D
istributor

は
、
供
給
者
か
ら
商
品
を
購
入
し
、
別
途
、

客
先
と
売
買
契
約
を
締
結
し
て
商
品
を
客
先
に
販
売
し
ま

す
。 D

istributor

自
身
で
価
格
等
を
自
由
に
設
定
し
、
利
益

もD
istributor

に
帰
属
す
る
一
方
、
在
庫
や
客
先
か
ら
の
代

金
回
収
リ
ス
ク
もD

istributor

に
帰
属
し
ま
す
。

一
方
、Agent

は
供
給
者
本
人
の
代
理
人
に
過
ぎ
ず
、
供

給
者
の
た
め
に
商
品
を
販
売
す
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

客
先
と
の
売
買
契
約
は
供
給
者
と
客
先
と
の
間
で
成
立
し
ま

す
。Agent

が
商
品
の
購
入
在
庫
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
供

給
者
か
ら
手
数
料
を
受
け
取
る
の
み
で
す
。

・
独
占
的
販
売
権
の
付
与
と
最
低
購
入
量

販
売
代
理
店
の
立
場
で
は
、
無
条
件
で
の
独
占
販
売
権
を

得
る
の
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

一
方
、
供
給
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
代
理
店
に
独
占
販

売
権
を
与
え
た
に
も
拘
ら
ず
、
思
う
よ
う
に
販
売
量
が
伸
び

な
い
場
合
に
備
え
、
独
占
関
係
か
ら
離
脱
で
き
る
手
当
を
し

て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。
例
え
ば
、
最
低
購
入
量
を
定
め
、

こ
れ
が
達
成
で
き
な
い
場
合
に
は
、
契
約
を
解
除
で
き
る
、

ま
た
は
、
独
占
契
約
か
ら
非
独
占
契
約
に
転
換
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
き
ま
す
。
当
初
の
契
約
期
間
を
短
く
設
定
し
、
短

い
ス
パ
ン
で
独
占
関
係
の
見
直
し
を
可
能
に
す
る
方
法
も
あ

り
ま
す
。

・
各
国
の
代
理
店
保
護
制
度
と
競
争
法

日
本
法
準
拠
で
あ
っ
て
も
、
販
売
先
国
の
法
令
（
代
理
店

保
護
法
や
競
争
法
等
）
が
強
制
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、

現
地
法
令
を
調
査
し
た
上
で
、
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
ま
た
中
東
諸
国
で
は
、
販
売
代
理
店
保
護
が
厚
い

場
合
が
多
く
、
い
っ
た
ん
代
理
店
を
選
任
す
る
と
別
の
代
理

店
へ
の
変
更
が
困
難
と
な
る
た
め
、
代
理
店
選
定
の
段
階
か

ら
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
海
外
取
引
で
は
、
様
々
な
観
点
か
ら
の
検

討
が
必
要
で
す
。
い
つ
で
も
ご
相
談
下
さ
い
。（w

atanabe@
um
egae.gr.jp

）。
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支
払
期
間
は
18
歳
ま
で
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
支
払
期
間
の
終
期
を
「
成
年
に
達
す
る
ま
で
」

と
す
る
合
意
を
し
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
合
意
当
時

は
20
歳
が
成
年
年
齢
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
20
歳
ま
で

養
育
費
の
支
払
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。以

上
、
成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ご

説
明
し
ま
し
た
。
ご
相
談
、
ご
質
問
の
あ
る
方
は
個
別
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

    

令
和
２
年
度
及
び

    

令
和
３
年
度
の
個
人
情
報
保
護
法
の
改
正

１　
は
じ
め
に

近
年
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
急
速
な
進
展
の
中
で
、「
個
人

情
報
」
の
利
活
用
と
と
も
に
個
人
情
報
を
保
護
す
る
こ
と

が
必
要
不
可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
デ

ジ
タ
ル
社
会
が
進
む
に
つ
れ
て
、
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る

漏
え
い
事
件
や
、「
リ
ク
ナ
ビ
」を
運
営
す
る
株
式
リ
ク
ル
ー

ト
キ
ャ
リ
ア
が
、
就
活
生
本
人
か
ら
の
同
意
な
く
内
定
辞

退
率
を
会
社
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
た
と
い

う
い
わ
ゆ
る
「
リ
ク
ナ
ビ
問
題
」
の
よ
う
な
本
来
想
定
し

て
い
な
か
っ
た
事
象
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

事
象
の
発
生
が
、
個
人
情
報
保
護
法
改
正
の
契
機
と
な
っ

て
い
ま
す
。

２　
令
和
２
年
度
改
正
に
つ
い
て

そ
も
そ
も
、
個
人
情
報
保
護
法
は
、
主
に
民
間
分
野
を

対
象
と
す
る
法
律
で
、「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
が
個
人

情
報
を
取
り
扱
う
際
の
義
務
等
を
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の

法
律
は
、
平
成
15
年
に
制
定
さ
れ
、
近
時
の
情
報
通
信
技

術
の
発
展
や
事
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
踏
ま
え
て
、

平
成
27
年
に
全
面
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
に
、
時
代

に
対
応
し
た
個
人
情
報
保
護
法
を
設
け
る
た
め
に
、
施
行

後
３
年
ご
と
の
見
直
し
規
定
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
３
年
ご
と
の
見
直
し
規
定
に
基
づ
き
、

個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
結
果
、

個
人
の
自
身
の
個
人
情
報
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り
、
技

術
革
新
を
踏
ま
え
た
保
護
と
利
活
用
の
バ
ラ
ン
ス
等
の
観

点
か
ら
、
令
和
２
年
度
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

令
和
２
年
度
改
正
の
概
要
と
し
て
は
、
①
漏
え
い
等
発

生
時
の
国
へ
の
報
告
及
び
本
人
へ
の
通
知
の
義
務
化
、
②

不
適
正
な
方
法
に
よ
る
個
人
情
報
の
利
用
禁
止
、
③
提
供

先
で
個
人
デ
ー
タ
と
な
る
個
人
関
連
情
報
の
規
制
、
④
オ

プ
ト
ア
ウ
ト
に
よ
る
第
三
者
提
供
の
規
制
の
追
加
、
⑤
仮

名
加
工
情
報
の
創
設
、
⑥
本
人
か
ら
の
開
示
請
求
等
の
範

囲
等
の
拡
大
、
⑦
罰
則
の
強
化
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

令
和
２
年
度
改
正
の
施
行
日
は
、
一
部
を
除
き
令
和
４

年
４
月
１
日
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
個
人

情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
情
報
保
護
規
程
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
ポ
リ
シ
ー
等
の
改
訂
や
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
令
和
２
年
度
改
正
に
伴
い
施
行
令
も
改
正

さ
れ
、
個
人
情
報
取
扱
業
者
が
講
じ
る
べ
き
安
全
管
理
措

置
が
、
本
人
に
周
知
す
る
べ
き
事
項
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
個
人
情
報
取
扱
業
者
は
、
自
ら
が
講
じ
る
べ

き
安
全
管
理
措
置
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
な
ど
に
追

記
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
個
人
情
報
取
扱
業
者
は
、

一
定
の
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
の
報
告
及
び
本
人
へ
の
通
知
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
個
人
情
報
取
扱
業

者
は
、
漏
え
い
等
の
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
フ

ロ
ー
を
見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

３　
令
和
３
年
度
改
正
に
つ
い
て

ま
た
、
従
来
、
我
が
国
で
は
、
個
人
情
報
保
護
法
と
は

別
に
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
、
独
立
行
政
法
人
等

個
人
情
報
保
護
法
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
地
方

公
共
団
体
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
で
個
人
情
報
保
護
条

例
を
制
定
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
制
度
の
縦
割
り

に
起
因
す
る
不
均
衡
や
不
整
合
が
様
々
な
場
面
で
顕
在
化

し
、
デ
ー
タ
の
利
活
用
に
支
障
を
き
た
す
と
と
も
に
、
独

立
規
制
機
関
で
あ
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
監
視
監
督

が
公
的
部
分
に
及
ば
な
い
た
め
、
制
度
に
対
す
る
国
際
的

な
信
頼
性
の
確
保
と
い
う
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
度
、
２
０
２
１
年
９
月
１
日
に
デ
ジ
タ
ル
庁
が
創
設

さ
れ
、
国
や
地
方
の
デ
ジ
タ
ル
業
務
改
革
を
強
力
に
推
進

し
て
い
く
観
点
及
び
上
記
指
摘
事
項
を
解
消
す
る
観
点
等

か
ら
、
個
人
情
報
保
護
法
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法

及
び
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
の
法
律
が
一
本

化
さ
れ
、
全
体
の
所
管
が
個
人
情
報
保
護
委
員
会
と
な
る

令
和
３
年
度
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

令
和
３
年
度
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
２
段
階
に
分
か
れ

て
お
り
、
１
段
階
目
は
、
①
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
・

独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
と
の
一
元
化
、
②
学

術
研
究
に
係
る
適
用
除
外
規
定
の
見
直
し
が
あ
り
、
２
段

階
目
は
、
③
各
地
方
公
共
団
体
の
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
元
化
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
令
和
３
年
度
の

１
段
階
目
の
施
行
日
は
、
一
部
を
除
き
令
和
４
年
４
月
１

日
、
２
段
階
目
の
施
行
日
は
、
一
部
を
除
き
令
和
５
年
５

月
1
日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

４　
ま
と
め

個
人
情
報
保
護
法
に
関
し
て
は
、
今
後
も
時
代
の
変
化

に
対
応
す
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

個
人
情
報
の
保
護
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
る
中
、
個
人
情

     

成
年
年
齢
が
引
き
下
げ
に
な
り
ま
し
た

   　
　
　

 

～
20
歳
か
ら
18
歳
へ
～

１　
い
つ
か
ら
？　
～
法
律
の
施
行
日
～

令
和
２
年
４
月
1
日
よ
り
、
成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
を

内
容
と
す
る
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
施
行

さ
れ
、
成
年
年
齢
が
20
歳
か
ら
18
歳
へ
引
き
下
げ
ら
れ
ま

し
た
。

２　
な
ぜ
？　
～
改
正
の
趣
旨
～

旧
来
か
ら
、
我
が
国
の
成
年
年
齢
は
、
20
歳
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
近
年
、
憲
法
改
正
の
国
民
投
票
の
投
票
年

齢
や
公
職
選
挙
法
の
選
挙
権
年
齢
等
が
18
歳
と
定
め
ら
れ

る
等
、
18
、
19
歳
の
人
に
も
政
治
参
加
を
認
め
る
よ
う
な

政
策
が
採
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
か
ら
、

市
民
生
活
の
基
本
ル
ー
ル
の
民
法
に
お
い
て
、
18
歳
以
上

を
大
人
（
成
人
）
と
し
て
扱
う
べ
き
で
は
と
議
論
さ
れ
、

今
回
の
改
正
に
至
り
ま
し
た
。
な
お
、
世
界
的
に
も
成
人

年
齢
は
18
歳
と
さ
れ
て
い
る
の
が
主
流
で
す
。

３　
何
が
変
わ
る
の
？　
～
効
果
～

今
回
の
改
正
は
、「
民
法
」
で
定
め
る
成
年
年
齢
を
引
き

下
げ
る
も
の
で
す
が
、
成
年
年
齢
を
定
め
る
こ
と
に
は
２

つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
改
正
で
新
た
に
成
人
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
18
、
19
歳
の
人
へ
の
影
響

を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

①	

単
独
で
（
一
人
で
）
有
効
な
契
約
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
年
齢

②	

　
父
母
の
親
権
に
服
さ
な
く
な
る
年
齢

（
１
）
①
に
つ
い
て　

～
契
約
の
場
面
～

未
成
年
者
が
契
約
を
行
う
場
合
、
原
則
、
法
定
代
理
人

（
親
権
者
等
）
の
同
意
が
必
要
と
な
り
、
同
意
の
な
い
契
約

は
取
消
す
こ
と
が
可
能
で
す
（
民
法
第
５
条
）。

従
来
は
成
年
年
齢
が
18
歳
と
さ
れ
て
お
り
、
18
、
19
歳

の
人
が
契
約
を
行
う
場
合
、
原
則
、
親
権
者
等
の
同
意
が

必
要
（
同
意
の
な
い
契
約
は
取
り
消
し
可
能
）
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

今
般
の
法
改
正
で
、
18
歳
が
成
年
年
齢
と
さ
れ
、
18
、

19
歳
の
人
は
、
親
権
者
等
の
同
意
な
く
契
約
行
為
が
で
き

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
、
例
え
ば
、
18
、
19
歳
の
人

は
、
親
権
者
の
同
意
な
く
、
一
人
暮
ら
し
の
た
め
に
ア
パ
ー

ト
を
借
り
る
た
め
の
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

（
２
）
②
に
つ
い
て　

～
親
権
～

民
法
で
は
、
親
権
者
（
父
、
母
）
は
、
未
成
年
者
の
監

護
及
び
教
育
並
び
に
財
産
管
理
の
権
限
、
義
務
が
あ
り
ま

す
（
民
法
第
８
２
０
条
及
び
同
第
８
２
４
条
）。
ま
た
、
親

権
者
は
、
身
上
監
護
を
行
う
た
め
に
、
未
成
年
者
の
居
所

指
定
（
同
第
８
２
１
条
）、
懲
戒
（
同
第
８
２
２
条
）
及
び

職
業
許
可
（
同
第
８
２
３
条
）
を
行
う
権
限
を
有
し
ま
す
。

成
年
年
齢
が
18
歳
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
後
は
、
18
、

19
歳
の
人
は
、
父
母
の
親
権
に
服
さ
な
い
こ
と
と
な
り
、

例
え
ば
、
こ
れ
か
ら
は
、
法
律
的
に
は
、
18
、
19
歳
の
人
は
、

自
分
の
住
む
場
所
や
進
路
に
つ
い
て
、
自
分
の
意
思
で
決

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
３
）
そ
れ
以
外
で
変
わ
る
こ
と

今
回
の
改
正
は
、「
民
法
」
に
お
け
る
成
年
年
齢
の
引

き
下
げ
で
す
が
、
民
法
以
外
の
法
律
で
も
、
民
法
に
お
け

る
成
年
年
齢
を
基
準
年
齢
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

今
般
の
改
正
に
よ
る
影
響
で
、
各
種
行
為
の
可
能
な
年
齢

は
18
歳
以
上
と
な
り
ま
す
。

【
例
】　
法
定
代
理
人
の
署
名
な
し
で
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の

申
請
、
各
種
国
家
資
格
に
基
づ
い
て
就
業
す
る
こ
と
　
等

（
４
）
民
法
以
外
の
法
律
が
定
め
る
２
０
歳
未
満
の
規
制

ル
ー
ル
へ
の
影
響

今
回
の
改
正
の
内
容
は
、「
民
法
」
で
定
め
る
成
年
年

齢
の
引
き
下
げ
で
す
の
で
、
民
法
以
外
の
法
律
に
お
け
る

２
０
歳
未
満
の
規
制
ル
ー
ル
に
は
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
例
】　
飲
酒
、
喫
煙
、
成
人
式
、
競
馬
・
競
輪
等

４　
気
を
付
け
る
べ
き
こ
と
は
？　
～
留
意
点
～

３
（
１
）
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
か
ら
は
、
18
、
19

歳
の
人
は
、
単
独
で
契
約
行
為
が
可
能
で
す
が
、
裏
を
返

せ
ば
、
未
成
年
者
取
消
権
が
な
く
な
り
、
後
で
契
約
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
18
、
19
歳
の

人
が
無
用
な
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
、
家

庭
、
社
会
に
お
け
る
法
ル
ー
ル
の
教
育
の
充
実
化
を
図
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

５　
養
育
費
へ
の
影
響
は
？　
～
支
払
義
務
の
範
囲
～

成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
は
、
養
育
費
（
離
婚
し
て
子
ど

も
と
別
居
し
て
監
護
者
に
な
ら
な
い
親
が
、
監
護
者
と
な

る
親
に
対
し
て
支
払
う
子
の
監
護
費
用
）
の
支
払
義
務
に

影
響
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
父
母
が
離
婚
し
た
場
合
の
子
の
養
育
費
の
支
払

期
間
は
子
が
18
歳
に
達
し
た
と
き
ま
で
と
な
る
の
か
ど
う

か
問
題
と
な
り
得
ま
す
が
、
こ
の
点
、
家
庭
裁
判
所
の
実

務
で
は
、
子
の
経
済
的
自
立
度
や
両
親
の
経
済
状
況
等
個

別
事
情
で
決
す
る
こ
と
と
な
り
、
必
ず
し
も
、
養
育
費
の
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令
和
３
年
民
法
等
改
正
に
つ
い
て　

１　
は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
所
有
者
不
明
土
地
（
登
記
簿
か
ら
現
在
の
所

有
者
が
判
明
し
な
い
又
は
判
明
し
て
も
、
そ
の
所
在
が
不

明
で
連
絡
が
付
か
な
い
土
地
）
の
解
消
の
た
め
の
方
策
の

一
環
と
し
て
、
令
和
３
年
、
民
法
及
び
不
動
産
登
記
法
の

一
部
が
改
正
さ
れ
、
併
せ
て
、
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
土

地
を
国
に
帰
属
さ
せ
る
（
手
放
す
）
制
度
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

２　
民
法
改
正
の
概
要

令
和
３
年
の
民
法
改
正
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

⑴
　
財
産
管
理
制
度
の
見
直
し
（
令
和
５
年
４
月
１
日

施
行
）

財
産
管
理
制
度
と
し
て
、
旧
法
の
不
在
者
財
産
管
理
制

度
に
加
え
、
所
有
者
不
明
土
地
（
建
物
）
管
理
制
度
及
び

管
理
不
全
土
地
（
建
物
）
管
理
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

現
行
の
不
在
者
財
産
管
理
制
度
が
不
在
者
の
財
産
全
般
を

管
理
す
る
制
度
で
あ
り
、
事
務
作
業
の
負
担
が
大
き
い
の

に
対
し
、
新
設
さ
れ
た
制
度
は
、
管
理
人
が
、
所
有
者
不

明
土
地
（
建
物
）
及
び
管
理
不
全
土
地
（
建
物
）
の
み
を

管
理
す
る
制
度
で
あ
る
点
が
特
徴
で
す
。
管
理
人
は
、
裁

判
所
の
許
可
を
得
て
、
所
有
者
不
明
土
地
等
を
管
理
処
分

す
る
権
限
を
持
ち
ま
す
。

　⑵
　
共
有
制
度
の
見
直
し
（
令
和
５
年
４
月
１
日
施
行
）

旧
法
で
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
全
員
の
同
意

が
な
け
れ
ば
共
有
物
に
「
変
更
」
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
共
有
者
の
一
部
が
不
明
又

は
所
在
不
明
で
あ
る
場
合
、
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で

あ
り
、
共
有
物
の
利
活
用
の
障
害
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
改
正
法
で
は
、「
変
更
」
行
為
の
う
ち
、
共
有
物

の
形
状
又
は
効
用
に
著
し
い
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
（
軽

微
変
更
）
に
つ
い
て
は
、
持
分
価
格
の
過
半
数
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
共
有
関
係
の
解
消
の
方
法
と
し
て
、
共
有
者
が

裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
、
所
在
等
不
明
共
有
者
の
持
分
を

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
（
所
在
等
不
明
共
有
者
の

持
分
取
得
制
度
）
や
、
共
有
者
の
中
に
所
在
等
不
明
共
有

者
が
い
る
場
合
、
他
の
共
有
者
が
裁
判
所
の
決
定
を
得
て
、

共
有
持
分
全
部
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
（
所
在
等
不
明
共
有
者
の
持
分
譲
渡
制
度
）
も
新
た
に

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
共
有
制
度
に
つ
い
て
は
種
々
の
改
正

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

⑶
　
相
隣
関
係
規
定
の
見
直
し
（
令
和
５
年
４
月
１
日

施
行
）

相
隣
関
係
規
定
の
見
直
し
と
し
て
、
隣
地
使
用
権
の
見

直
し
、
越
境
し
た
枝
の
切
除
に
関
す
る
規
程
の
見
直
し
、

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
設
置
権
の
創
設
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
隣
地

使
用
権
及
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
使
用
権
に
つ
い
て
は
旧
法
下

で
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、

隣
地
を
使
用
で
き
る
場
合
、
条
件
が
明
確
化
さ
れ
ま
し
た
。

⑷
　
相
続
制
度
の
見
直
し
（
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
）

今
回
の
改
正
で
は
、
相
続
制
度
に
つ
い
て
も
様
々
な
改

正
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
中
で
も
重
要
な
の
が
、
遺
産
分

割
に
関
す
る
規
定
の
見
直
し
で
す
。
具
体
的
に
は
、
相
続

開
始
か
ら
10
年
を
経
過
す
る
と
、
例
外
事
由
が
あ
る
場
合

を
除
き
、
特
別
受
益
や
寄
与
分
の
主
張
が
で
き
な
い
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
相
続
開
始
か
ら
10
年
経

過
後
の
遺
産
分
割
は
、
原
則
と
し
て
法
定
相
続
分
に
よ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
改
正
は
、
施
行
日
以
前
に
発
生

し
た
相
続
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

３　
相
続
登
記
の
義
務
化
（
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
）

不
動
産
登
記
法
の
改
正
に
よ
り
、
相
続
又
は
遺
贈
（
遺

言
に
よ
り
遺
産
の
一
部
又
は
全
部
を
譲
る
こ
と
を
い
い
ま

す
。）
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
、
相
続
（
又
は
遺

贈
）
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
具

体
的
に
は
、
相
続
等
に
よ
る
不
動
産
取
得
の
事
実
を
知
っ

た
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
を
申
請
す
る
必
要
が
あ

り
、
違
反
し
た
場
合
に
は
過
料
（
行
政
罰
）
が
課
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
以

前
に
発
生
し
た
相
続
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
例
え
ば
、

農
地
や
山
林
な
ど
を
相
続
し
た
が
、
相
続
登
記
は
ま
だ
と

い
う
方
は
、
対
応
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。

こ
の
ほ
か
、
登
記
名
義
人
の
住
所
変
更
や
氏
名
変
更
に

つ
い
て
も
登
記
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

４　
相
続
し
た
土
地
を
国
庫
の
帰
属
さ
せ
る
制
度
（
相
続

土
地
国
庫
帰
属
制
度
、
令
和
５
年
４
月
２
７
日
施
行
）

相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
が
制
定
さ
れ
、
国
に
申
請
し
、

一
定
の
土
地
管
理
費
相
当
額
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

相
続
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
を
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
ま
す
。
申
請
で
き
る
土
地
に
は
、
他
人
の

権
利
（
抵
当
権
等
）
の
目
的
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、
崖

地
な
ど
危
険
な
土
地
で
な
い
こ
と
な
ど
の
制
限
が
あ
る
た

め
、
全
て
の
土
地
が
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
相
続
し

て
し
ま
っ
た
が
、
遠
方
に
あ
り
管
理
が
で
き
な
い
山
林
な

ど
に
つ
い
て
は
、
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
負
担

か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う

な
土
地
の
管
理
に
困
っ
て
い
る
と
い
う
方
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

報
取
扱
事
業
者
に
お
い
て
は
、
適
切
に
個
人
情
報
を
保
護

し
つ
つ
、
個
人
情
報
の
利
活
用
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
時
代
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
個
人
情
報
保

護
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
注
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

  

公
益
通
報
者
保
護
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

  

～
改
正
法
に
お
い
て
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
～

１
　
公
益
通
報
者
保
護
法
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

公
益
通
報
を
行
っ
た
従
業
員
等
が
、
通
報
し
た
こ
と
を
理

由
に
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

通
報
者
を
保
護
す
る
こ
と
、
公
益
通
報
制
度
に
よ
っ
て
事

業
者
に
よ
る
自
浄
作
用
を
促
す
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、

２
０
０
６
年
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
施
行
後
も
社
会
問
題
化
す
る
事
業
者
の

不
祥
事
が
後
を
絶
た
ず
、
中
に
は
事
業
者
の
通
報
制
度
が

機
能
し
て
い
な
か
っ
た
事
例
も
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

通
報
者
の
保
護
と
公
益
通
報
制
度
の
整
備
を
義
務
付
け
る

こ
と
に
よ
り
、
公
益
通
報
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ

と
を
主
な
目
的
と
し
て
、
公
益
通
報
者
保
護
法
が
改
正
さ

れ
、
２
０
２
２
年
６
月
１
日
か
ら
改
正
法
が
施
行
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

２
　
改
正
法
に
お
い
て
は
、
事
業
者
に
対
し
、
①
内
部
公

益
通
報
対
応
業
務
（
内
部
公
益
通
報
を
受
け
、
通
報
対
象

事
実
を
調
査
し
、
そ
の
是
正
に
必
要
な
措
置
を
と
る
業
務
）

に
従
事
す
る
者
を
定
め
る
こ
と
、
②
そ
の
他
、
内
部
公
益

通
報
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の

整
備
等
を
行
う
こ
と
（
以
下
①
、
②
を
「
体
制
整
備
義
務
」

と
い
い
ま
す
）
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た

（
な
お
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数
が
３
０
０
人
以
下
の

事
業
者
に
つ
い
て
は
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。）。
そ

し
て
、
か
か
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
実
効
性
を
確
保
す
る

た
め
、
報
告
徴
求
、
助
言
、
指
導
、
勧
告
の
ほ
か
、
勧
告

に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
の
公
表
措
置
と
い
っ
た
行
政
措
置

が
設
け
ら
れ
た
ほ
か
、
①
で
従
事
者
と
し
て
指
定
さ
れ
た

者
は
、
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
、
通
報
者
を
特
定
さ
せ

る
事
項
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
守
秘
義
務
が
課
さ

れ
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
罰
金
の
対
象
と
な
る
た
め
、

注
意
が
必
要
で
す
。

３
　
上
記
①
、
②
の
具
体
的
な
内
容
は
、「
公
益
通
報
者
保

護
法
第
11
条
第
1
項
及
び
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業

者
が
と
る
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な

実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
指
針
」（
以
下
「
指
針
」）
に

お
い
て
法
定
さ
れ
て
お
り
、
事
業
者
は
、
事
業
者
の
規
模
、

組
織
形
態
、
業
態
、
法
令
違
反
行
為
が
発
生
す
る
可
能
性

の
程
度
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
多
寡
、
労
働
者
等
及
び

役
員
や
退
職
者
の
内
部
公
益
通
報
対
応
体
制
の
活
用
状
況
、

そ
の
時
々
に
お
け
る
社
会
背
景
等
の
諸
要
素
を
踏
ま
え
、

指
針
に
沿
っ
た
対
応
を
と
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
取
組
等

が
必
要
で
あ
る
か
を
主
体
的
に
検
討
し
、
内
部
公
益
通
報

対
応
体
制
を
整
備
・
運
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
検
討
を
後
押
し
す
る
た
め
、「
公
益
通

報
者
保
護
法
に
基
づ
く
指
針
（
令
和
３
年
内
閣
府
告
示
第

１
１
８
号
）
の
解
説
」（
以
下
「
指
針
解
説
」）
が
消
費
者

庁
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

４
　
し
た
が
い
ま
し
て
、
体
制
整
備
義
務
が
課
さ
れ
る
各

企
業
に
お
き
ま
し
て
は
、
内
部
公
益
通
報
制
度
が
設
け
ら

れ
て
い
な
い
場
合
に
は
改
正
法
や
指
針
、指
針
解
説
に
従
っ

て
制
度
を
構
築
の
上
、
内
部
規
程
を
策
定
し
、
既
に
規
程

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
、
当
該
規
程
が
改
正
法
や
指

針
の
内
容
を
満
た
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
、

必
要
に
応
じ
て
内
部
規
程
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
指
針
に
お
い
て
は
、
内
部
公
益
通
報
対
応
業

務
を
行
う
者
で
、
か
つ
通
報
者
を
特
定
さ
せ
る
事
項
を
伝

達
さ
れ
る
者
を
従
事
者
と
し
て
、
書
面
に
よ
る
指
定
等
に

よ
り
定
め
る
こ
と
、
内
部
公
益
通
報
窓
口
に
お
い
て
受
け

付
け
る
内
部
公
益
通
報
に
か
か
る
対
応
業
務
に
関
し
て
、

組
織
の
長
そ
の
他
の
幹
部
か
ら
の
独
立
性
の
確
保
に
関
す

る
措
置
を
と
る
こ
と
、
労
働
者
や
役
員
等
が
範
囲
外
共
有

を
行
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
と
り
、
範
囲
外
共
有

が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
適
切
な
救
済
・
回
復
の
措
置
を
と

る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
、
指
針
に
お
い
て
求
め

ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
部
規
程
に
お
い
て
定
め
、

内
部
規
程
の
定
め
に
従
っ
て
運
用
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
か
か
る
観
点
等
を
踏
ま
え
て
、
内
部
規
程

の
検
証
・
修
正
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

５
　
弊
所
で
は
、
改
正
法
を
踏
ま
え
た
内
部
公
益
通
報
制

度
に
関
す
る
規
程
の
策
定
・
修
正
な
ど
に
も
対
応
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
上
記
で
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
指
針
の
内
容
の
一
部
と
な
り
ま

す
の
で
、
具
体
的
に
規
程
の
策
定
・
修
正
な
ど
を
実
施
さ

れ
る
際
は
、
是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

改
正
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
、
通
報
者
の
保
護
拡
大

の
た
め
の
改
正
や
、
行
政
機
関
や
報
道
機
関
等
へ
の
通
報

を
よ
り
行
い
や
す
く
す
る
た
め
の
改
正
な
ど
も
行
わ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
今
回
は
事
業
者
の
皆
様
へ
の
影
響
が
大
き

な
体
制
整
備
義
務
に
関
し
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
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前
記
の
と
お
り
、
確
か
に
株
式
買
取
請
求

権
は
、
発
行
会
社
が
契
約
違
反
し
た
際
の
責

任
追
及
の
手
段
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
す
が
、
本
指
針
で
は
、
株
式
の
買

取
り
を
強
い
ら
れ
る
発
行
会
社
は
多
額
の
負

担
を
強
い
ら
れ
、
か
つ
、
他
の
出
資
者
に
与

え
る
影
響
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
出
資
者
は

買
取
請
求
権
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
し

て
い
ま
す
。

そ
の
上
で
、
出
資
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

側
の
間
で
十
分
な
協
議
を
行
い
、
株
式
買
取

請
求
権
の
行
使
条
件
に
つ
い
て
は
、
重
大
な

表
明
保
証
違
反
や
重
大
な
契
約
違
反
が
あ
っ

た
場
合
に
明
確
に
限
定
す
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
、
出
資
者
が
行
使
を
示
唆
し
て
不
当
な
圧

力
を
か
け
る
こ
と
も
阻
止
す
る
べ
き
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
本
指
針
は
、
ど
の
よ
う
な
契
約
違

反
等
の
場
合
に
、
株
式
買
取
請
求
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
正
当
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
例
示
し
て
お
り
参
考
に
な
り

ま
す
。

[

表
明
保
証
違
反]

・
知
的
財
産
権
な
ど
企
業
の
競
争
優
位
性 

　
　

に
関
す
る
事
項
の
虚
偽
表
明

・
粉
飾
決
算
（
多
額
の
架
空
売
上
の
計
上
、

　
　

債
務
の
隠
蔽
等
）

・
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
が
明
ら
か
と

　
　

な
っ
た
場
合

[

重
大
な
契
約
違
反]

・
投
資
資
金
の
資
金
使
途
以
外
で
の
使
用

　
　
（
目
的
以
外
の
事
業
へ
の
流
用
、
他
社

　
　

へ
の
投
融
資
、
創
業
株
主
ら
に
よ
る
私

　
　

的
利
用
等
）

・
事
前
承
認
事
項
へ
の
違
反
（
大
量
の
新

　
　

株
発
行
や
重
要
な
事
業
の
譲
渡
等
株
式

　
　

の
価
値
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
事　

　
　

項
）

・
重
大
な
法
令
違
反
が
生
じ
た
場
合

（
３
）
ま
た
、
本
指
針
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
経
営
株
主
の
個
人
に
対
す
る
株
式
買
取

請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
以
下
の
事
例
の
よ
う
に
、
出

資
者
か
ら
、（
発
行
会
社
に
対
し
て
で
は
な

く
）
経
営
株
主
等
の
個
人
に
対
す
る
株
式
買

取
請
求
を
可
能
と
し
て
い
る
場
合
で
す
。

【
問
題
事
例
】

◆
発
行
会
社
で
あ
る
Ｄ
社
は
、
Ｄ
社
が
出

資
者
の
同
意
な
し
に
事
業
を
進
め
た
場
合
に

は
、
出
資
者
が
創
業
者
に
対
し
て
株
式
の
買

取
請
求
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
条
件
を
一

方
的
に
設
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
営
株
主
個
人
に
対
す
る
株

式
買
取
請
求
を
可
能
と
す
る
条
項
は
、
会
社

の
行
為
を
経
営
者
の
行
為
と
同
一
視
す
る
傾

向
や
、
経
営
者
個
人
に
対
し
会
社
と
の
連
帯

責
任
を
求
め
る
従
前
の
商
慣
行
に
由
来
し
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
本

指
針
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
と
出
資
契
約
に

お
い
て
発
行
会
社
と
経
営
株
主
の
連
帯
責
任

を
求
め
る
こ
と
は
国
際
的
に
他
に
あ
ま
り
例

が
無
い
よ
う
で
あ
り
、
近
年
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
が
指
向
さ
れ
る
中
、

海
外
の
投
資
家
の
呼
び
込
み
等
も
課
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
の
よ

う
な
条
項
は
適
切
で
な
い
と
い
え
ま
す
。
近

時
は
、「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
が
「
法
人
と
個
人
が
明
確
に
分
離
さ

れ
て
い
る
場
合
な
ど
に
、
経
営
者
の
個
人
保

証
を
求
め
な
い
」
と
い
う
考
え
方
を
示
し
、

融
資
慣
行
と
し
て
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が

徐
々
に
浸
透
・
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
れ
ば
、
そ
も
そ
も
会
社
と
経
営
者
個
人
の

連
帯
責
任
を
求
め
る
商
慣
行
自
体
が
失
わ
れ

つ
つ
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
事
例
の
よ
う
な

条
件
を
付
さ
れ
る
と
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の

創
業
者
と
し
て
は
、
個
人
的
に
株
式
の
買
取

り
を
強
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
出

資
者
か
ら
出
資
を
受
け
て
起
業
し
よ
う
と
す

る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
阻
害
さ
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
起
業
意
欲
を

向
上
さ
せ
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や

雇
用
を
促
進
し
て
い
く
観
点
か
ら
は
、
出
資

契
約
に
株
式
買
取
請
求
権
を
定
め
る
場
合
で

も
、
そ
の
請
求
の
対
象
か
ら
経
営
株
主
等
の

個
人
を
除
い
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
本
指
針
で
も
、
株
式
の
買
取

り
を
請
求
で
き
る
の
が
発
行
会
社
に
限
ら
れ

る
と
し
た
場
合
、
発
行
会
社
に
よ
る
自
己
株

式
取
得
を
確
保
す
る
た
め
の
減
資
手
続
等
に

経
営
者
を
協
力
さ
せ
る
義
務
の
設
定
や
、
会

社
に
損
害
を
与
え
た
こ
と
が
明
確
な
経
営
株

主
に
対
す
る
責
任
追
及
の
あ
り
方
等
に
つ
い

て
は
、
実
務
上
の
整
理
は
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。

    

３　

ま
と
め

以
上
が
本
指
針
の
大
ま
か
な
ご
紹
介
で
あ

り
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
向
上
の
た
め
に

は
、
価
値
の
あ
る
技
術
を
有
す
る
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
の
利
益
保
護
を
図
り
オ
ー
プ
ン
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
方
向
性
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
弊
所
で
は
、
こ
の
よ
う
な
昨
今
の
潮
流

を
踏
ま
え
て
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
・
中
小
企

業
を
主
な
対
象
と
し
た
知
的
財
産
保
護
に
係

る
ウ
ェ
ビ
ナ
ー
を
継
続
し
て
実
施
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
是
非

と
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

 

１　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
関
す
る
指
針
の
改
定

本
年
の
「
轍
」
新
年
号
で
、
我
が
国
の
国

際
競
争
力
を
向
上
さ
せ
る
「
オ
ー
プ
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
」
の
一
環
と
し
て
、
有
益
な
技

術
を
有
す
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
大
企

業
の
連
携
が
重
要
視
さ
れ
る
一
方
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
や
知
財
／
法
務
部
門
で
劣
る
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
連
携
事
業
者
の
利
益
に
偏

重
し
た
契
約
内
容
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
と

い
っ
た
問
題
意
識
か
ら
、
公
正
取
引
委
員
会

と
経
済
産
業
省
が
、
昨
年
３
月
、「
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
と
の
事
業
連
携
に
関
す
る
指
針
」

（
以
下
「
旧
指
針
」
と
い
い
ま
す
。）
を
策
定

し
た
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

そ
の
続
報
と
な
り
ま
す
が
、
事
業
連
携
の

場
面
に
加
え
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
出
資

に
係
る
取
引
慣
行
も
踏
ま
え
て
旧
指
針
を
改

正
し
、
新
た
に
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
事

業
連
携
及
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
出
資
に

関
す
る
指
針
」（
以
下
「
本
指
針
」
と
い
い

ま
す
。）
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
ご
紹

介
し
ま
す
。

旧
指
針
で
は
、
事
業
連
携
の
際
に
締
結
さ

れ
る
N
D
A
、
P
o
C
契
約
、
共
同
研
究

契
約
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
お
い
て
、
連
携

事
業
者
が
交
渉
力
で
劣
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

に
対
し
て
不
利
益
な
条
項
を
押
し
付
け
る
こ

と
が
、
独
禁
法
の
禁
止
す
る
優
越
的
地
位
の

濫
用
等
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等

が
解
説
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
本
指
針
で
は
、

新
た
に
出
資
契
約
に
お
い
て
生
じ
る
問
題
事

例
や
そ
の
解
決
の
方
向
性
等
が
追
加
で
示
さ

れ
て
お
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業

者
・
出
資
者
の
双
方
に
お
い
て
、
公
平
で
継

続
的
な
関
係
を
基
礎
と
し
た
オ
ー
プ
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

２　

出
資
契
約
に
係
る
問
題

（
１
）
本
指
針
で
は
出
資
契
約
独
自
の
問

題
と
し
て
、
株
式
買
取
請
求
権
に
関
す
る
指

摘
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
出
資
契
約
と

は
、
出
資
者
が
、
出
資
し
て
株
式
を
取
得
す

る
に
あ
た
っ
て
の
条
件
（
譲
渡
価
額
、
株
式

の
種
類
、
表
明
保
証
、
損
害
賠
償
責
任
）
等

を
、
出
資
先
で
あ
る
発
行
会
社
や
代
表
者
に

約
束
さ
せ
て
、
法
律
が
定
め
る
株
主
の
権
利

以
上
の
権
利
を
出
資
者
が
得
ら
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
し

て
、
出
資
契
約
に
お
け
る
株
式
買
取
請
求
権

と
は
、
発
行
会
社
に
お
い
て
出
資
金
の
目
的

外
使
用
等
の
契
約
違
反
行
為
が
生
じ
た
場
合

に
、
出
資
者
が
保
有
す
る
発
行
会
社
の
株
式

を
、
発
行
会
社
等
に
対
し
て
買
い
取
る
よ
う

に
請
求
で
き
る
権
利
を
い
い
ま
す
。

（
２
）
本
指
針
で
は
、
ま
ず
、
以
下
の
事

例
の
よ
う
な
、
株
式
買
取
請
求
権
を
背
景
と

し
た
不
利
益
な
要
請
、
著
し
く
高
額
な
価
額

で
の
買
い
取
り
請
求
が
可
能
な
買
取
請
求
権

の
設
定
、
及
び
、
行
使
条
件
を
充
た
さ
な
い

買
取
請
求
権
の
行
使
が
、
独
禁
法
の
禁
止
す

る
優
越
的
地
位
の
濫
用
（
独
占
禁
止
法
第
２

条
第
９
項
第
５
号
）
と
し
て
問
題
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
問
題
事
例
】

◆
発
行
会
社
で
あ
る
Ａ
社
は
、
事
業
を
順

調
に
進
め
て
お
り
、
出
資
者
と
定
め
た
事
業

計
画
上
の
目
標
を
達
成
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
出
資
者
か
ら
、
知
的
財
産
権
を
無

償
で
譲
渡
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に

応
じ
な
い
場
合
に
は
株
式
の
買
取
請
求
権
を

行
使
す
る
と
示
唆
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
知
的

財
産
権
を
譲
渡
し
た
。

◆
発
行
会
社
で
あ
る
Ｂ
社
は
、
出
資
者
か

ら
、
Ｂ
社
が
数
年
後
に
出
資
額
よ
り
も
著
し

く
高
額
な
価
額
で
必
ず
株
式
を
買
い
戻
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
を
受
け
入
れ

さ
せ
ら
れ
た
。

◆
発
行
会
社
で
あ
る
Ｃ
社
は
、
製
品
を
よ

り
低
価
格
で
販
売
で
き
る
よ
う
、
機
材
調
達

の
方
法
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
は
、
事
業

計
画
の
重
大
な
変
更
に
当
た
ら
ず
、
株
式
の

買
取
請
求
権
の
行
使
条
件
を
満
た
し
て
い
な

か
っ
た
が
、
出
資
者
か
ら
、
株
式
の
一
部
に

つ
い
て
一
方
的
に
買
取
請
求
権
を
行
使
さ
れ

た
。

独 禁
コーナー

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
事
業
連
携
及
び

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
出
資
に
関
す
る
指
針
」
に
つ
い
て

弁
護
士

戀
田
　
剛
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１　海外における知的財産権保護の重要性

企業において、技術と経済の国際化が謳われる昨

今では、海外進出はもはや当たり前の選択肢の一つ

となっています。海外進出と一口に言っても、製品

を輸出するという典型的なもののほか、製造拠点を

海外に移転する、既存事業ではなく新規事業を海外

で展開するなど、企業によって様々な命題・目的を

持って海外進出を検討していることと思います。

そのような企業の海外進出は、新たなビジネスチャ

ンスを生み出す一方、適切に知的財産権の保護を図

りながら検討を進めないと、海外進出自体が頓挫す

ることも十分に考えられます。

とある新製品を開発したＡ社は、当該新製品に関

して、日本で特許出願を行い、特許権を取得しまし

た。日本での売れ行きが好調であったため、Ａ社は

更に売り上げを伸ばすべく、Ｂ国へ海外進出を行う

こととなりました。海外でも、Ａ社の製品は大人気で、

順調に売上を伸ばしていましたが、ある時期からＡ

社の製品よりも安価な模倣品が大量に出回っている

ことが判明しました。Ａ社は、日本で特許権を取得

しているため、安心していたのですが、Ｂ国では特

に特許権を取得していませんでした。

知的財産権は、各国ごとに独立しており、著作権

を除き、日本で登録した知的財産権は海外では何の

権利も生じません。したがって、Ａ社が日本で保有

している特許権は、Ｂ国では何の意味も有さないこ

とになります。このことに気が付かずに海外進出を

行ってしまったＡ社は、Ｂ国での模倣品の販売を特

許権に基づいて止めることができなかったため、折

角のビジネスチャンスを逃す結果となってしまいま

した。

今回は、海外における知的財産権の保護をどのよ

うに図っていくのかご説明をさせていただきます。

２　特許権

特許を海外で出願する場合、大きく分けて、（１）

直接出願という方法と（２）特許協力条約（ＰＣＴ）

を利用した出願（ＰＣＴ出願）、の二つがあります。

（１）直接出願

直接出願とは、読んで字の如くですが、外国の各

国の特許庁に対し、それぞれ特許出願を直接行う方

法をいいます。その際、各国の出願様式や言語、出

願方法に従って書類を準備し、提出する必要があり

ます。

（２）ＰＣＴ出願

前記のような直接出願を行う場合、各国に直接出

願をしなければならない以上、権利保護を図ること

を希望する先の国が多くなればなるほど手続きが煩

雑となり、また、出願コストも膨大なものとなります。

また、先願主義（最初に特許出願を行った者に特許

権を与える制度のことをいいます。）のもと、発明は

一日でも早く出願を行うことが重要です。しかしな

がら、各国に同日に複数の言語で出願を行うという

ことは事実上不可能であると言わざるを得ません。

ＰＣＴ出願とは、このような煩雑さ、非効率さ

を改善するために設けられた国際的な特許出願制度

です。ＰＣＴ出願では、国際的に統一された出願願

書をＰＣＴ加盟国（２０２２年５月時点の加盟国は

１５６か国）である自国の特許庁に対して特許庁が

定めた言語（日本国特許庁の場合は日本語又は英語

となります。）で作成し、1通だけ提出すれば、その

時点で有効なすべてのＰＣＴ加盟国に対して「国内

出願」を行うことと同じ扱いを得ることができます。

これによって、ＰＣＴ出願を行った国際出願日が、

それらすべての国においての「国内出願」の出願日

となります。

ＰＣＴ出願を行った後、出願人は、ＰＣＴ加盟国

の中から特許を取得する国を自ら選定し、ＰＣＴ国

際出願日から原則３０カ月以内に、各国の特許庁で

の審査に移行する手続を行うこととなります。この

３０カ月の猶予があることで、出願人は、海外での

市場性を調査し、どの国で特許取得を希望するかを

厳選し、各国の審査移行に必要な書類を準備するこ

とが可能となります。

３　商標権

企業のブランド保護に必要不可欠なものとして、

商標権というものがあります。商標とは、自社の製

品やサービスを指し示すマークのことをいうところ、

海外進出を行うにあたっては、商標が有するブラン

ド力を有効活用することが、重要なファクターとな

ります。

商標についても、特許同様、各国に直接出願する

方法があります。しかしながら、商標は、特許とは

異なり、その国で登録されていなければ第三者であっ

ても登録が可能であり、他社に登録されてしまうと

思わぬ形で海外進出が阻害されることがあります。

そこで、商標においても、特許のＰＣＴ出願の

ように「マドプロ出願」というものがあります。マ

ドプロ出願とは、マドリッド協定議定書に基づく商

標の国際登録のことで、スイス国ジュネーブのＷ

ＩＰＯ（世界知的所有権機関）が国際事務局として

管理しています。日本は、１９９９年３月１４日に

加盟したことにより、各国で異なる手続や言語を経

由しなくとも、国際事務局に国際登録をすることに

よって、加盟国に保護を求めることができるように

なりました。また、従来は各国別々の更新日管理を

しなければならなかったものが、国際登録の更新管

理などを通じて一括管理が可能となります。なお、

２０２２年５月現在、１００か国以上が加盟してい

ます。

もっとも、国際登録されたことをもって、直ちに

すべての加盟国で保護が約束されるわけではなく、

指定した各国において、それぞれの法律に基づいて

保護できるかどうかの審査が行われることになりま

す。

マドプロ出願を利用することで、大幅な経費削減

が図れるほか、出願書類の作成も容易となり、簡易

に各国への出願が可能となります。

4　著作権

これまで説明した特許や商標は、各国での登録手

続が必要でしたが、一方で著作物の保護については、

条約にて保護が図られています。「万国著作権条約」

「ＷＩＰＯ著作権条約」「実演家等保護条約」など色々

な条約がありますが、基本となる条約は「ベルヌ条約」

というものになります。

ベルヌ条約においては、申請や審査などの手続を

一切必要とせず、著作物が創作された時点で著作権

が自動的に付与される「無方式主義」が採用されて

いるため、著作権は「創作された時点」で自動的に

発生することとなります。したがって、日本国内で

創作された著作物について、条約の加盟国であれば、

特段の手続なく自動的に当該加盟国で保護を受ける

こととなります。この点が特許や商標の保護とは異

なる点です。なお、２０２１年３月時点で１７９か

国が加盟しています。

５　おわりに

以上のとおり、企業が海外進出を行うにあたっ

ては、知的財産権の保護の検討は必要不可欠となり

ます。今回は紙幅の都合上、特許、商標及び著作権

について簡単にご説明しましたが、それ以外にも意

匠や実用新案もあります。また、今回説明した海外

での知的財産権登録に向けた手続を実際に進めてい

くにあたっては、出願方法等各国によって手続等が

異なる場合があります。さらに、例えば、各特許庁

間の取り決めに基づき、第１庁（先行庁）で特許可

能と判断された発明を有する出願について、出願人

の申請により、第２庁（後続庁）において簡易な手

続で早期審査が受けられるようにする特許審査ハイ

ウェイ（ＰＰＨ）という制度を利用して外国での登

録を目指すなど、様々な制度を駆使してより早期か

つ確実に権利化を図るということも考えられます。

当事務所では、提携する弁理士事務所が複数あり

ますので、海外での知的財産権の保護につきまして

も、弁理士と連携してご対応させていただくことが

可能となります。今後、海外進出をお考えの際は、

ぜひお気軽にご相談ください。

知 財コーナー

弁護士

犬 飼 一 博

海外進出における
知的財産権
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療が終了した日とする見解があり、裁判例においても
どちらの見解に立つものもあります。

つまり、おおまかに言えば、多くの場合、「被害者が
加害者及び損害を把握した時点」を起算点とする時効
の期間は、「物損」については事故日の翌日から 3 年、「人
損」については症状固定日（後遺症が存在しない場合
においては事故日ないし治療終了日）の翌日から 5 年
となります。一方、被害にあった時点を起算点とする
時効の期間は、「物損」「人損」ともに 20 年で両者に
違いはありません。

４．本件の争点

以上のように、「物損」と「人損」では、時効の起算
点となる具体的時点の考え方と、時効完成までの期間
が異なります。しかし、同一の交通事故で「物損」と「人
損」の両方が生じた場合、「物損」と「人損」とで別々
の時期に時効が完成するのか、あるいは、同一事故の
場合には「物損」「人損」に共通する１つの時効完成時
期となるのかには争いがありました。本件では、いず
れの考え方をとるかにより、「人損」のみ損害賠償が認
められるのか、「人損」と「物損」の両方で損害賠償が
認められるのか、結果が異なる事例であったため、上
記いずれの考え方をとるのかがクローズアップされた
事案です。

5.　判旨

⑴　争点に関する判断
上記の争点について、原審では、「被害者が損害全体

について損害賠償が可能な程度に知ったときと解する
のが相当であり、本件事故に関しては被控訴人（＝被
害者）が症状固定と診断された日である（下線部は著
者にて記載）」と判断されていましたが、最高裁判所は、

「交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由と
する不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効
は、同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理
由とする損害が生じた場合であっても、被害者が、加
害者に加え、上記車両損傷を理由とする損害を知った
時から進行するものと解するのが相当である」と判断
しました。また、その理由として下記のように判示し
ています。
「なぜなら、車両損傷を理由とする損害と身体傷害を

理由とする損害とは、これらが同一の交通事故により
同一の被害者に生じたものであっても、被侵害利益を
異にするものであり、車両損傷を理由とする不法行為
に基づく損害賠償請求権は、身体傷害を理由とする不

法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる請求権であ
ると解されるのであって、そうである以上、上記各損
害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は、請求権ごと
に各別に判断されるべきものであるからである。」

⑵　本件へのあてはめ
以上のとおり、最高裁判所は「物損」と「人損」に

ついて別個に時効期間が進行する旨判示し、本件につ
いては下記のような判断を行っています。
「これを本件についてみると、前記事実関係等によれ

ば、被上告人（＝被害者）は、本件事故の日に少なく
とも弁護士費用に係る損害を除く本件車両損傷を理由
とする損害を知ったものと認められ、遅くとも平成 27
年 8 月 13 日までに本件事故の加害者を知ったもので
あるから、本件訴訟提起時には、被上告人の上告人に
対する不法行為に基づく上記損害の賠償請求権の短期
消滅時効が完成していたことが明らかである」。

このように、裁判所は、「物損」について短期の時効
が完成していることから、Yによる時効の援用により「物
損」に関する損害賠償請求はできない旨判断しています。

6.　実務的な観点から

上記のとおり、裁判所は、同一事故で発生した「物損」
と「人損」の時効について、別個に時効期間が進行す
ると判示し、その根拠として、「物損」による損害賠償
請求権と、「人損」による損害賠償請求権は、侵害を受
けた権利が異なることから、同一の事故により生じた
としても別個の請求権となることを挙げています。

本判決に従うと、物の損傷による損害は通常、事故
当日には把握することができる一方で、前述のとおり
後遺障害がある傷害については症状固定日まで損害の
内容を把握することができないことから、「物損」と「人
損」で時効の起算点にズレが 生じることとなり、それ
に伴い時効の完成時期にもズレが生じることとなりま
す。「人損」については短期の時効期間は 5 年とされて
いますが、「物損」については短期の時効期間は 3 年と
されていますので、5 年の期間があるものと考えて相
手方への請求等を先送りにしていると、「物損」につい
ては先に時効が完成してしまいます。

特に、事故により重い傷害を負った場合には、後遺
症の症状固定までに時間を要し、早い段階で相手方に
請求を行うことが難しいことも考えられますが、「物損」
について時効が完成してしまうことがないよう、早期
に弁護士等にご相談下さい。

交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅
時効は、同一事故で身体傷害を理由とする損害が生じている場合でも、被害者が
当該車両の損傷を理由とする損害の発生を知った時から進行するとされた事例

最高裁令和3年11月2日判決 弁護士　有本喜英

１．事案の概要

平成 27 年 2 月 26 日、X 運転車両及び Y 運転車両
間の車両同士の交通事故が発生し、X の車両は本件事
故により損傷しました。さらに、当該事故により、X
は頸椎捻挫等の傷害を負い、通院による治療を受け、
その後、平成 27 年 8 月 25 日に症状固定の診断がな
されました。X は、平成 30 年 8 月 14 日、Y に対し、
不法行為に基づき、本件事故により X に生じた身体傷
害及び車両損傷に基づく損害について、損害賠償を求
め訴訟を提起しました。

当該訴訟において、Y は、車両の損傷を理由とする
不法行為に基づく損害賠償請求権は、本件訴訟の提起
前に民法所定の 3 年の消滅時効が完成していると主張
し、これを援用しました。

本件では、同一の事故で「人損」と「物損」が発生
した場合に、「物損」だけ先に時効が完成するのかが問
題となりました。

２．前提その１：物損と人損とは？

交通事故により、車両の損傷と生命身体の被害が同
時に生じることがありますが、物の損傷を理由とする
損害については「物損」、生命身体の被害を理由とする
損害については「人損」と言われます。本件で問題となっ
たのは、同一事故で「物損」と「人損」の両方が発生
した場合に、「物損」と「人損」について別個に時効が
完成するかという点ですが、まずは、「物損」と「人損」
についてご説明します。

まず、「物損」とは、物の損傷から生じる損害です。
例えば、壊れてしまった車両の修理費用や、事故時着
用しており壊れてしまった腕時計の弁償などがこれに
あたります。また、他には、車両の修理期間中の代車
費用等も「物損」に含まれます。

次に、「人損」とは、身体の傷害から生じる損害です。
これには、治療費や、被害者の方が亡くなった場合の
葬儀費用の他に、被害者の方が亡くなった場合や後遺

症が残った場合の将来得られたであろう収入（逸失利
益といいます。）、傷害や死亡による慰謝料が含まれま
す。また、怪我により働けなかった期間の休業損害に
ついても「人損」となります。

３．前提その２：時効とは？

次に、本件では不法行為に基づく損害賠償請求権の
時効期間が問題となっていますので、時効期間につい
て簡単にご説明します。

不法行為の被害者は加害者に対して、いつまでも不
法行為に基づく損害賠償請求をすることはできず、所
定の期間経過後は、時効を援用されると請求ができな
くなります。

この時効期間について、「物損」について被害者及び
その代理人が加害者及び損害の内容を把握してから 3
年、または、被害にあった時から 20 年、いずれかの
期間の経過により時効が完成するとされています（民
法 724 条）。一方、「人損」については、生命・身体に
対する被害の重大性に鑑み、被害者及びその代理人が
加害者及び損害の内容を把握してから 5 年（改正前民
法が適用される場面では 3 年）、または、被害にあった
時から 20 年、いずれかの期間の経過により時効が完
成するとされています（民法 724 条の 2）。

さらに、「人損」に関し、どの時点を「被害者が加害
者及び損害の内容を把握した時点」とするかについて
は、さらなる配慮に基づく解釈がなされています。特に、
事故により後遺症が生じている場合には、事故による
怪我の治療を続けている間は、治療等にどれほどの時
間を要するか分からず、損害を確定することができま
せん。このような場合には、これ以上症状が良くも悪
くもならないという「症状固定」の日が、「被害者が損
害の内容を把握した時点」となるとされています。す
なわち、「症状固定」の日の翌日から 5 年の時効期間の
カウントが始まります。なお、後遺症が生じていない
場合の「被害者が損害の内容を把握」できた時点をど
のように考えるかについては、事故日とする見解と治
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TEL 06－6364－2802　https://www.kizuna-umegae.jp/
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表紙写真撮影者：山田庸男
表紙写真撮影場所：山梨県 忍野八海からみた富士山

当事務所では個人情報保護法の趣旨に則り、皆様の個人情報の適
正な管理・保護に努めております。今後、本誌の配送を希望されない
場合には、お手数ですが当事務所までご連絡をお願い致します。速
やかにご対応をさせて頂きます。宜しくお願い申し上げます。

□ 大阪事務所／大阪市北区西天満4丁目3番25号
　 〒530-0047   　　梅田プラザビル４階
 TEL 06（6364）2764　FAX 06（6311）1074
　
□ 東京事務所／東京都港区西新橋3丁目6番10号
　 〒105-0003 　　マストライフ西新橋ビル302
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　 e-mail：office@umegae.gr.jp

今回は、加齢とともに多くなる血管の病気を取り上げ
たいと思います。
血管の働きは、血液を円滑に流し全身に栄養と酸素
を行きわたらせることです。血管は大きく分けると、肉
眼で見ることが出来る大きさの血管（大血管）と、それ
よりも細い、顕微鏡でしか見られない血管（細小血管）
があります。大血管障害は心筋梗塞、脳梗塞、下肢動脈
閉塞症などを発症する可能性があり、細小血管障害は
主に高血糖が原因でおこる糖尿病網膜症、腎症、神経
障害などを発症する可能性がありますが、今回は大血
管障害のみを取り上げます。
大血管障害は主に動脈硬化症によるもので、血管内
にプラーク（コレステロールなどが血管壁に沈着・蓄積
したもの）ができて血管が詰まったり、血管が硬くもろ
くなり破れやすくなります。あたかもビニールホースが
古くなると、中に垢が溜まり、劣化して硬くもろくなる

のと同じです。そして心臓の血管（冠動脈）が詰まると心筋
梗塞、頸動脈や脳動脈などが詰まると脳梗塞、血管が破れる
と脳出血、大動脈瘤破裂などが発症します。
動脈硬化症をクリニックレベルで簡単に調べる方法とし
て、プラークの有無を調べるための頸動脈エコー検査、血管
の硬さを調べる脈波伝播速度などがあり、これらの結果か
ら、血管年齢が推測できます。
動脈硬化症の危険因子としては、喫煙、肥満、運動不足、
高血糖、高血圧、脂質異常症（とくにLDL
コレステロール高値）などがあり、糖尿病、
高血圧、脂質異常症などには遺伝（体質）
も関係していますが、禁煙、適度な食事、
運動など、自分で出来ることの実践が大切
であることは言うまでもありません。
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